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1. 調査研究の概要

1. 1 研究の背景・目的

1 9 9 5年 1月 17日 未 明 に 発生した兵庫県南部大地震は、阪神ならぴに荻路島北部地

区で 55 0 0名余の人命を奪い、電気、ガス、電話、水道などのいわゆるライフラインそ

して建築物、交通機関等に大きな被害をもたらした。

照明学会関西支部では、過去に路上犯罪防止を目的とする街路照明について、延べ 7年

間 の 調 査 研究を行い、望ましい照明手法等を提言してきた c しかし今回の大淫災のように、

広い区域の停電で真っ暗な中の避難。救助は困難を極めたことが種々報告されている c 照

明のあかり、光がない場所では行動の自由が失われ、不安感が増大してパニック状 態に陥

りやすい。そして災害がより深渕に なる こと が容 易に 想像 でき る。 今後 もわ が国 の地理上

の特異性から地震や風水害を 10 0％免れる保証はどこにもない。これまでの経験を活か

して、種々の分野でより高度な防災 対策 を研 究開 発し なけ れば なら ない 。そ こで 照明学会

関西支部では 、 震 災 の よ う な 非 常時の、広域の停電に対して、どのような照明設備により

対処すべきかを検討することにした。

まず、本関西支部に「阪神・淡路大震災調査研究委員会」を設置し、 l9 9 5年 7月に

調査研究活動を開始した。そして 19 9 5年度は、地震発生の時点から、安全確保、避難

行動、救助 活 動 、 避 難 生 活 や そ の後の生活復旧の各段階における、照明の必要性、照 明 関

連設備の機能状況などについて問題点を挙げ、改善策を提言することにした。

1. 2 委員会の構成

阪神・淡路大震災調査研究委員会

委員長 野口 透 摂南大学工学部電気工学科教授

幹 事 土井 正

藤井 瀞士

委 員 石村 雄司

岩田三千子

岩塚 惇

上西 俊美

浦山 隆

大野 治代

小倉 良友

塩山 優

下村 早苗

田辺 吉徳

大阪市立大学生活科学部生活環塊学科 講師

（株）きんでん第 1エンジニアリング 次長

日本電池（株）照明事業部照明営業部営業課 課長

兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所 主任研究員

星和電機（株）第二事業部設計課 課長

（株）竹中工務店大阪本店設計部 設備課長

立命館大学理工学部電気電子工学科 教授

大手前女子短期大学生活文化学科 助教授

（株）日建設計大阪本社設備部

岩崎電気（株）近畿支社近畿設計センター 課長

東芝ライテック（株）関西支社 S Eセンター 課長

松下電器産業（株）研究本部照明研究所 主任研究員
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中村 肇 松下電工（株）中央 EC 副参事

野田 正男 三菱電機 市場朋発グループ 課長

藤井祐太郎 関西電力（株）お客さま提案グループ課長

藤田 一郎 同志社大学工学部電気工学科 助教授

柳本 聖治 清水建設（株）設計本部大阪支店設計部 課長

与儀 康俊 住友電設（株）情報ネットワーク部 部長補佐

1, 3 調査項目と経過

先述のように本研究は照明学会関西支部が独自に企画、実施したもので、上記の支部会

員で調査研究委員会を組織し、研究テーマを次に示すように分割して作業を進め、委員会

で総合的な検討、調整を行った。

(1) 阪神・淡路大震災被害状況調査：建築物および照明設備

(2) 披災者の照明についての意識調査：

(3) 屋内照明設備の災害対策：一般照明器具および防災照明器具

(4) 屋外照明設備の災害対策：照明器具および非常用電源

(5) 避難施設の照明設備：

そして最終的に現在の照明設備の問題点を明らかにし、改善策の提言とこれを具体化する

ための今後の課題を集約した。

平成 8年 1月には照明学会関西支部主催の講演会で中間報告を行い、参加者から本研究

に対する有用な意見・助言をを頂戴した。

なお、本研究の実施に際し、各方面の御協力、御援助を賜ったことに対し深く感謝する

次第である。

1.4 成果の大要

本研究で得られた成果の大要は次の通りである。

(1) 震災時の停電による照明の喪失は夜明けまでの約 1時間、避難や救助活動に支障を

来たしたことが、諸種の調査、報道内容からも確認できた。当日夜以降は次第に送電

が復旧し、とくに屋外の照明設備を除いては問題が少なくなった。しかし、日中のビ

ルや地下街等公共空間に多数の人が存在している場合には、非常用照明の重要性は大

きい。
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(2) 阪神間および淡路島（北淡町および淡路町）で被災し、仮設住宅に入居している被

災者に対するアンケート調査を実施した。地震発生直後の暗闇で屋内、屋外を問わず、

行動の自由を奪われたとする回答が多く寄せられた c 転倒した家具などの中から探し

出した懐中電灯が避難時の明かりの主要なものであった。また、明かりがあることに

よって落ち著いて行動ができた、安心感があったとする回答も多く、避難時や避難場

所における明かりが大きな役割を持つことが分かった。

(3) 今回の震災では建築・建造物の被害は大きかったものの、未明の時間帯であったた

め不特定多数の利用者があるビル、地下街等公共空間での死傷者は少なかった。しか

しながら、現状の防災照明は当該施設内の火災による停電を想定しており、夜間、長

時間の広域停電には対処できない。日中だけでなく冬季の退勤時の大地蔑発生を想定

すると、屋外への避難に際してパニックが生じないよう、常用電源喪失に対する方策

を十分に考慮する必要がある。また、非常用電源の運転時間の延長も大切である。

(4) 街路灯、広場灯などの屋外照明設備の被害は比較的少なかった。今回の実災のよう

な広域の災害に際して、避難場所への誘導や救助活動が円滑に行えるよう、屋外照明

を強化する必要がある。この場合、電源の確保が最も重要であろう。小型発電機や太

陽電池等の独立電源、防災専用配電線などが考えられる。

(5) 広域災害の場合の避難場所として学校、公園などが指定されているが、避難所とし

ての設備は不十分である。照明設備についても、緊急避難の広場、グラウンドの照明、

臨時の生活空間としての体育館等の照明について、照明手法を再考する必要がある。
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2. 阪神・淡路大震災について

2. 1 地震動

平成 7年 (1995年）兵庫県南部地震は平 成 7年 1月 17日午前 5時 4 6分に発生し、気

象庁によると、戻源は淡路島北端付近の北緯 34.6度、東経 135.1度、震源深さ 14kmで、マグ

ニチュード 7.2の六甲断屈系の内陸地展である 1)。地震のエネルギーではM7.9の関東大 震

災の約 1/100と、 1900年以降わが図においても 50回近く発生している規模の地震である 2)0 

し かしながら、都市直下の浅い簑源と耐 震 の 構 え の な い 近 代 都 市 、 阪 神 間 を 襲 っ た こ とか

ら、昭和 23年福井 地 震 (M7.1) 以来 の 、直接的な死者・不明者 5504名（関連死を含めると

死者総数 6,308人、 1995年 12月現在 3)) の人的被害を出し、安全性とその耐祭強度を世界に

誇 ってきたイン フ ラ 、 建 築 物 お よ び 土 木構造物に甚大な被害をもたらした。地震動は、神

戸海 洋気象台で観測された水平動最大加 速 度 818カ’IV、上下動最大加速度 332がルにみられる

ように、強烈な横揺れと縦揺れが、揺れ始めからわずか 1、 2秒後にピークをもつ、極 め

て短時間の衝撃的な破壊をもたらした。

2.2 震災の特徴

この近代都市を襲った末曾有の災害は、 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 と 命 名 さ れ 、 福 井 地 震 以 後設

定された震度 7 （激震）が観測史上初めて記録された。震度 7の地域は JR東海道線を中

心に、阪急神戸線と国道43号線に挟まれた帯状の地域に集中し、震災 11)帯と呼ばれている

（図 2.1) 。全壊家屋は 10万棟を超え、木造住宅に大きな被害をもたらすとともに、 R

C、 SRCおよび S造の事務所ビルやマンションなども多数倒壊や構造的大被害を受けた。

また、港湾施設なども液状化や側方流動によって壊滅的な打撃を受けた。

高速道路、鉄道等の高架橋の落橋、

橋脚、駅舎の崩壊など阪神間の交

通網を長期間にわたって麻痺させ

た。電力、ガス、上下水道、通信

などライフラインにも壊滅的な損

害を与えた C 連 休明けの夜明け前

に発生した地震は、起床前の人々

を生き埋めにし、死者の約 90％が

圧死という被害をもたらした。

ま た 、 死 者 に占める高齢者の比

率も高く、劣悪な住宅事情ととも

に高齢社会における都市災害を特

徴的に示した。 図 2.1 震災の帯（震度 7の分布）
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2. 3 照明環境からみた阪神・淡路大展災

地震発生時亥！、午前 5時46分は当日の神戸における日出時刻、午前 7時 6分まで80分前、

月齢 15.7の満月の入りまで約 1時間、蜃天の暗い夜明け前であったが、まもなく昼光を得

ることができた。地展発生と同時に、阪神間および淡路島で260万戸に達する広域停電が発

生したが、 同日午前 7時30分には停電世帯は 100万にまで復旧し、翌 18日午前 8時にはすべて

の 変電 所で供給可能状態となり、最 終 的 に は 23日午後 3時に応急送電が完了している 4)。

このように比較的早く明かりが得れたことによって、避難時のパニックが回避されたと考

えられる。 （図 2.2) 
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囮 2.2 停電戸数の時間推移

（関西電力：阪神・淡路大震災後旧記録、 p36、 1995.7より）

さて、本震災は照明関係者にとっては不幸中の幸いであった。被災者の大部分は防災照

明 設備 のない一般住宅において被災 し 、 手 探 り 状 態 で 瓦 礫 や 転 倒 し た 家 具 の 中 か ら、探り

出した懐中電灯をほとんど唯一の頼りとして、漆黒の闇の中、倒壊や余展の恐怖に対峙し、

避難行動や救助活動を行わざるを得 なかったが、すぐに夜明けを迎えた。一方、誘導灯や

非常用照明設備の整った公共建築などでは、建物躯体だけでなく照明設備にも被害 を受け

たが、病院、ホテルなどを除いて幸運にも在室者はほとんど居なかった。屋外空間 や交通

機関においても通勤・通学者は少なかった。

さらに、今震災では相当多数の被 災 者 が 半 年 以 上 の 長 期 間 の 避 難 所 生 活 を 余 儀 なくされ

たことも大きな特徴の一つといえる。緊急避難場所における昼夜を問わない照明の点灯は、
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当 初こそ余震へ の恐怖を和らげたが、生 活 空 間 と し て の 照 明 設 備 と は い え な い 体 育 館 など

の照明環境が、いらいらや不眠障害などの心理的、生理的障害を増幅したといえる。

2.4 地域別展度

本展災は、親測史上初めて、衷度 7を記録するとともに、九州から東北南部にかけて の

広い範囲で有感地震となった。地震直後、気象庁は神戸の震度は 6 （烈震）と発表した。

鹿度 6は、平成 6年 10月 4 日北海道東方沖地震 (MB.1、全半壊建物 409棟、死者〇；但し、

南千島では全壊 111棟、死者 11名）にお ける釧路および平成 6年 12月 28日三陸はるか沖地震

(M7. 5、全半壊 501棟、死者 3名））に お い て 八 戸 で 記 録 し て い る 1)。気象庁は、地震直 後

の 被害調査によって家屋倒壊率 30％以上と認め、 1月 20日に神戸市中央区、三宮地区およ

び淡路島北部の一部を展度 7とし 、 そ の後さらに神戸市須磨区から西宮市にかけての東西

20キロ、幅約 1キロの展災の帯と宝塚市等の一部も展度 7と修正している。

参 考 文 献

1) 国立天文台編：理科年表平成 8年、丸善、 1995

2) 朝日新聞大阪科学部編：都市崩壊の科学 追跡・阪神淡路大震災、朝日文庫、 1996

3) 自治省消防庁災害対策本部、 1995

4) 関西電力：阪神・淡路大展災復旧記録、 1995
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3. 建物の被害状況

3. 1 "'ンクリート系建物の被害]]

十勝沖地展の短柱のせん断破壊の教訓から、昭和 56年に新耐蔑設計法が成立した。いわ

ゆる「新耐展」は従来の短期の許容応力度に基づく 1次設計と、建物の構造特性から求め

た水平強度要求値に基づく保有水平強度を充足させる 2次設計の 2段階設計によって RC

造建物の耐震性能を飛躍的に向上させた。本衷災でも、新耐策設計法の施行後の RC造建

物の被害は少ない。 しかしながら、皆無ではなく、構造計画だけでなく、材料強度や確実

な施工といった要素も安全性に大きくかかわることが示唆された。

RC造建物の被害・損傷の特徴は、

1) 最下層部ビロティー形式建物の被害

店舗、駐車場などが最下層に設けられ、最下層の水平剛性が上層部に比べて小さく

なり、ダメージが集中した。

2) 整形な建物の 1層部被害

建物高さ方向の保有水平耐力分布と設計地震荷重による層せん断力分布が対応して

いないことなどにより 1層部が層崩壊した。

3) 中間層被害

特定層で強度、剛性の急変など、強い上下動による局所的な高軸力などの要因によ

って中間層の層崩壊が生じた。

3. 2 鉄骨系建物の被害 I)

鉄骨系建物の被害・損傷の特徴は、

1) 建築年代の古い建物の被害

建築年代の古い小規模、中低層の鉄骨建物が多数倒壊、大破した。柱の軽量鉄骨材、

梁などの組立軽量鉄骨の接合不良、腐食などによって損傷している。また、プレー

スなどの水平抵抗要素が不足している建物が多く被害を受けている。

2) 外装材の剥落、損傷

ラスモルクルの落下、 ALC板のクラックなど、躯体の変形に追従できずに外装材

が損傷した。

3) ブレース材の損傷

水平抵抗要素として、高い剛性を持つプレースが強い地裳力によって、骨組みに先

んじて破断、座屈している。ブレース端部の溶接部、柱一梁接合部の破断やガセッ

トプレート部やその近傍での損傷が顕著である。

4) 鉄骨鉄筋コンクリート (SRC) 造建物の損壊

これまでの地震災害では、 SRC造建物は、非構造壁のせん断破壊はみられたもの
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の主要構造体には被害がなかった。しかしながら、本震災では、鉄骨主材の破断や、

残留横変形が生じており、 SRC基準や施工方法の再検討が求められる。

3. 3 木造建 物 の 被 害 2)

本農災では、木造建物の被害が著しい。全壊約 10万棟、半壊約 10万棟（平成 7年防災白

書）に達する。 図 3.1に全壊棟数と死者数の関係を示す＇＼図から基準法施行後の地震

被害では、全壊棟数が増えても死者数は横ばいで、生命は最低限守るという建築基準法の

精神は生かされ て き た 。 し か し な が ら、阪神・淡路大展災は福井地震以前すなわち建築基

準法施行前の古いタイプの地震災害の様相を呈している。

数寄屋風建築の流れにある阪神間の木造住宅は、重い土茸き瓦屋根に釣り合わない細い

軸 組や住宅密集 地 の た め に 狭 小 間 口 の住宅が多く、壁量や筋違いの不足とともに、耐力 壁

の偏在によって偏心し倒壊に至っている。さらに、維持管理不良から、主要な軸組構造 体

の腐朽や蟻害による断面欠損によって、倒壊や人的被害を拡大した。

談

1 0̀ 

●福井地震以前の地震

10'戸 1952年十勝沖地震以降の地震

△ 1995年兵庫県南部地震

10 4 

＇ / I. 
△ 

1 ● ． 
瓶 103

極！

10 2 

10 
1 

100101 102 10'10'105  

（全壊＋焼失＋流出）棟数

図 3.1 木造家屋被害数と死者数の関係

(20名を越える死者を生じた地震）

106 

（宮野道雄・村上ひとみ•土井正： 1995年兵庫県南部地震による人的被害に

関する検討、第 14回日本自然災害学会学術講演会梗概集、 p24-25、 1995.10) 
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4. 照明設備の被害状況について

4. 1 電源設備の被害

4. 1. 1 非常用電源設備（非常用発電機） ］） 

大部分が停電等により自動始動し正常に稼動したが、なかには始動しなかったものや始

動しても短時間で停止したものもあった。

非常用発電装置は災害時によりどころとなるものであり、震災時の稼動の実態を踏まえ

て耐震基準等災害時における自家発電設備の再確認する。

（社）日本内燃力発電設備協会において被災地区に納入実績のある自家発電設備メーカに

対し、稼動状況や被害状況等のアンケート調査を実施した。回答のあったもののうち、停

電のなかったものや建物の倒捩等で調査できなかったもの等を除いた 69 5件の主な集計

結果は以下のとおりである。

① 稼動状況

始動したもの 6 3 2件

始動しなかったもの 6 3件

② 始動しなかったものの原因等

発電設備の故障・損傷等 7件

冷却水系の損傷等 8件

メンテナンス不良 1 6件

操作•取扱いミス 1 0件

他設備の損傷によるもの 1 3件

不明 9件

今回の災害では長時間にわたる運転のため、燃料切れによる停止が 63件報告されてい

る。ほとんどの発電装置は燃料貯蔵量に対する法的規制のため燃料は最低必要葉のみ確保

することとして計画されており、非常用としての運転時間が限られているが、今後は長時

間運転に対応できるだけの燃料を確保する必要があると思われる。

また、アンケート調査結果では、水道管の破断等による水道水の供給停止や、冷却水パ

イプ破損による冷却不能等により始動しなかったものや、途中停止したものが 24件あっ

た。したがって、水道水等の給水が供給停止となった場合でも自家発電設備の機種の選定

（ラジェータ冷却式、空気冷却式）や、冷却水貯蔵施設の地下設置等が必要と考える。
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却水 の確 保並びに日常の保守・点検等十 分 に 対 策 を 行 っ て お く べ き こ と を 痛 感 さ せ られた。

今後は、大衰 災 に お け る 緊 急 避 難 場所として利用される学校や集会場についても自家 発 電

設備を設置しておく必要があると考える。

4. 1. 2 非常用電源設備（蓄電池） 2） 

蓄電池設備の構造別被害状況は、台車の脱輪・転倒について水平設計震度 1. 5の製品

で被害があったが 1. 0で設計製作した製品の被害は皆無であった。

今回のように、設計値を大幅に超えた地展では、蓄電池部を構成する必要個数の単電池

集合体の支持 材 、 ま た は 、 支 持 材 の取付ボルトの損傷があったほか、支持ブロック内の複

数の蓄電池の震力が支持材に接する端末の菩電池に集中し、端末菩電池の電槽破損が生じ

る被害が最も多かった。

①菩電池機種 別 被 害 状 況

蓄電池各機種とも被害が発生しているが、鉛菩電池の電槽材質が ABS樹脂で耐 衝撃性

指数が 34 6と非常に大きい MSE型蓄電池は、他の CS型、 HS型蓄電池のように支持

材に接する端末蓄電池の電槽破損を生じた被害は皆無であった。

被害があったのは、多段積にして キュービクルに収納した蓄電池の上段部が外部に飛び

出した例で、その発生率も他の機種に比べて少なかった。このことは、 MSE型鉛蓄電池

の電槽の耐衝撃性が他機種に比べ 10倍以上強いことによる。

② 蓄電池設備の規模による被害状況

蓄電池設備の規模は、商用電源停電時のバックアップ時間により、必要容量が異な

るほか、直列個数は用途により、概ね決まる。容量の大きな蓄電池を多数個集合する

場合、設置場所の制約などで 1つの支持材で支える 1プロックの個数を多くしたり、

多段積にせざるを得なくなるなどのため、支持材に加わる震力が大きくなり同一耐震

設計を行 っ て も 結 果 的 に 裕 度 が小さくなりやすい。直流電圧が高く使用個数の多い、

すなわち設備規模の大きい CV C F用 な ど で 被 害 率 が 高 く 、 設 備 規 模 の 小 さ い自家発

始動用では被害率が低い傾向にある。

③ 設置階別被害状況

建物内に設置される菩電池設備は、設置階により地震に対する建物の応答倍率が異

なるので被害発生率も異なるが、今回の被害状況では、 2階以下設置の被害率は、 3 

階以上設置の被害率より非常に少なかった。

④ 蓄電池設備全体の転倒・破損

建物倒壊あるいは他設備転倒などの 2次被害による全面的破損が少数あったほか、
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アンカボルト施工不良などによる転倒被害が、ごく少数ではあるが発生した。

⑤ 単電池の転倒・電槽破壊、台車の脱輸及び転倒

単電池の電槽破損については、クラックにとどまっているものと割れにより電解液

流出に至ったものがある。

⑥ キュービクルからの飛び出し

⑦ 蓄電池の過放電

商用電源が長時間停電したため過放電したものが多数発生している。

⑧ そ の 他 軽微な被害内容

蓄電池配列の乱れ、蓄電池のふた固定用コンパンドの亀裂、蓄電池間あるいは蓄電

池と支持材 間の緩衝ゴムの脱落または乱れ、などが発生したが、電気供給機能の停止

を伴わない修復可能な被害であった。

⑨ 菩電池設備による 2次災害

地震による菩電池損傷の 2次的被害例として、電槽破損損により鉛蓄電池にあって

は希硫酸、アルカリ蓄電池にあってはアルカリ液が流出し床を汚染させた。

蓄電池は、それ自体に電気エネルギーを有しているので破損モードによっては短絡

に 至 り 焼 損することがある。地震による影響で、近傍に可燃物が存在すれば被害を拡

大する。特に液入り型蓄電池 (MSE型以外の蓄電池）で多数個で措成される設備 に

あっては、 複数蓄電地の電槽割れあるいはクラック発生に伴い、電解液によるリーク

回 路 が 形 成されるとその間の菩電池が過放電になるほか、ごくまれに蓄電池の焼損に

至ることがある。

4. 1. 3 受変電設備の地震被害

近畿通産局の調査によると、被災地区 の 11 4件の特高受変電設備のうち、被害重大が

1 9件、被害軽 微 が 31件 で あ っ た 。 表 4.1に受変電設備の地窟被害例を示す。

今回の地蔑は、建築物被害がきわめて甚大で、受変電設備は地下階または 1階設慨が 多

いこともあり、建築物に比して被害が少なかった。

受変電設備の地震被害の多くは、過去の地震被害と同様、据付け•取付けに関するもの

が多く、また機器相互間または、機器と建物間の取合い部のエキスパンション・ジョイン

トの効果が高かった。
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が多く、また機器相互間または、機器と建物間の取合い部のエキスパンション・ジョイン

トの効果が高かった。

表 4.1 受変電設備の地震被害例

設備区分 主要被害例

特高設備 油入変圧器基礎ボルトのせん断・衝撃油圧リレーの不要動作、

モールド変圧器用防戻ゴムのずれ、盤内自動連結式計器用変圧器の離脱
--,. 

高圧設備 変圧器・蓄電池・配電盤の転倒・移動、 暉・母線支持部の損傷、

地絡・短絡、ブッシングの破損、接続線の離脱・変形
---- --- ---

低圧設備 電線管の外れ・変形、地絡・短絡

固定不良や他物落下による機器の損傷

照明設備の損傷・落下

電線路等 メッセンジャーワイア断線、ケーブル垂れ下がり、引込み管路破損、

ケーブル損傷、基礎不良、支線断線による構内柱傾斜
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4.2 照明設備の被害

4. 2. 1 非居住建物における被害

震災後、様々の機関において腰災被害報告がなされた。電力、ガス、上下水道および通

信のいわゆるライフラインに関する報告が数多くあるが、電力に関連して照明設備の被害

に言及したものは少ない。次ぎにいくつかの報告書から抜粋する。

(1) 阪神間の調査報告事例 (s社の場合）

電気設備の被害状況の特徴は、 RC•SRC 造の建物では、建築の被害に比べて設備機

器の被害は比較的少ない。 S造の建物では、高層部で設備機器の破損、転倒脱落などが多

くみられる。安全上、二次災害を考慮すると、確実に落下しない対策が必要である。なお、

避難口誘導灯、ひじょうしょうめいは天井の破損に伴う二次被害を除けば落下や破損はみ

られず、その幹線設備も同様に被害がなく機能している。

被害概要として、照明器具など天井取り付け機器の被害は上層階に集中している。

具体例として、

l)店舗内でダウンライトが安定器とともに落下しており、天井に穴があいている (6,7F) 

2)自家付け蛍光灯器具の安定器が器具の外にぶら下がっている (6F)

3)ホールの建築化照明のパネルの脱落、ルーバーの落下 (6F)

4)店舗でパイプ吊り蛍光灯器具が落下寸前の状態 (2F)

5)食堂のシャンデリアは化粧ガラスがぶつかり合って破損 (6F)

7)機械室の器具がパイプに当たって変形、吊りものは揺れに弱いことを示している (6F)

8)観覧席上部ののダウンライトが天井の破損により脱落、反射板はチェーンによって落

下を免れている (6F)

全体の被害件数の 15.2％が電気設備に関するもので、電気設備の被害の内訳は、被害度

2の照明器具の落下が 14.6%、被害度 1の照明器具の破損4.9%、同その他の照明器具被害

が 13.6%であった。

建物の構造被害と設備被害の相関をみると、空調設備では構造被害の軽微、小破、中破

までは設備の被害度 0が多い。衛生設備では、構造被害が大きくなるにつれて設備の被害

度も大きくなる。電気設備では、構造被害の軽微、小破までは被害度 0が多く、中破では

被害度 1、大破で被害度 2の件数が多くなる。構造被客がでて始めて設備被害がでるとい

える。

(2)医療機関関係 1)

全ての施設で、電力会社からの送電が停止した。殆どの病院では電力設備には支障なく、

電力会社の復電に伴い復 l日した。半数以上の施設で地展当日午前中に復電、同日中に殆ど

の施設で復電した。復電までは自家発電機が有効に稼働した施設が多いが、変電施設が損

傷したため、自家発電機が作動しても電力供給できなかった施設がある。水冷式自家発電
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機の中には、断水や冷却水タンク破損のため使用不能になった例がある。

(3)オフィスビルその他 2)

建築設備の被害の概要として、調査 239件中 337事例の被害があった。 337事例中の 11.6%

39事例の電気設備に関するものでは 56％が照明器具のずれ・落下・破損でトランス・盤類

の移動・転倒．ずれの例もみられる。機器種別被害状況として、 15%51例が器具類の被 害

で、そのうち 22例43％が照明器具の被害で、天井等の二次部材の破損による落下．が 8事例

生じている。現象別被害状況では破損・損傷・切断のグループが 131事例あり、照明器具は

7事例である。 57事例の移動・傾き・ずれ・はずれでは照明器具は 4事例。 29事例 の落下

では、システ ム天井の落下 10事 例 、照明器具 8事例である。

参考文献

I) （株）小堀鐸二研究所： 1995年兵庫県南部地蔑 医療機関とその救急医療活動に関する

調査報告、 1995.4

2)鹿島：平成 7年兵庫県南部地震被害調査報告書（第二報）、 1995.3 
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c~i 
4.- 住宅における被害

(1)戸建て住宅調査結果

戸理て住宅被災者に対するアンケート調査 （第 5章参照） 結果から、 住宅における 照

明器具被害について述べる。 調査は、 震度別に住宅地図から無作為抽出し郵送で配布回収

を行った。

っている。

但し、 雲度 6以上の地域では残存住宅が少ないため、

調査地域は、 主に神戸市灘区、 兵庫区、 須磨区、

訪問により調査依頼を行

垂水区であるが、 芦屋、 西宮、

宝塚および大阪の北摂各市を含む。 図 1.2.1~4.2.3に示す。

ペンダント型照明器具は震度 6では器具本体の落下が 20%、 電球の落下が 10%、 震度 7

では器具本体の落下42%、 電球 の落 下 16%と実に 60% （無記入を除くと 65%）近くが落下

被害を出した。

といえる。

また、 震度 4地域でも器具本体の落下がみられ、 落下防止策の検討が必 要

器具数は少ないものの、

している。

シャンデリア も震度 7では本体、 電球合わせて40％近くが落下

一方、 壁付き・埋め込み型器具の被害はいずれの震度地域とも被害は少ない。
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(2)他報告書より I)

イ ン テ リ ア学会関西北陸支部を中心に家屋内部被害実態調査を平成 7年 3月より戸別

訪問により実施している。

一 般住宅 159戸 (6月 15日現在）における照明器具の被害は、建築躯体が「半壊以下」の

被害のあるグループでは天井付け照明器具の被害が 1割あるのに対して、 「被害なし」で

はほとんど照明器具の被害が生じていない。構造躯体の被害の有無によって有意な差が 認

められている。戸逹て住宅と高層住宅でも同じ傾向にある。また、 「木造ほか」と「コン

クリート造」を比較すると、有意な差ではないが「コンクリート造」の方が被害が多い。

調査した総部屋数での照明器具の被害についての集計結果を表 4.2に示す。

表 4.2 照明器具の被害（文献 l)より）

被害あり 被害なし 総計

半壊以下 9. 9 % (56) 90. 1 % (509) 100 % (565) 

被害なし 1. 5 （ 5) 98.5 (338) 100 (343) 

i 

コンクリート造 7. 9 (42) 92. 1 (492) 100 (5 30) 
＇ 

木造ほか 5.4 (17) 94.6 (332) 100 (355) 

全 体 6. 7 (62) 93. 3 (860) I 
i 

100 (922) 

参考文献

1)住宅内部被害調査第 2報、阪神大震災住宅内部被害調査研究会、 1995.7 
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5. 被災者の照明設備に対する評価

人間は環境惜報の 85％近くを視覚によって得ており、光を失うことは聴覚や体性感覚に

よる情報だけとなって、自己の置かれ た 状 況 の 判 断 、 次 の 行 動 へ の 意 思 決 定 が 躊 躇 される

事態を招く。そのため、災害時に長時間停電が発生した場合、避難パニックの発生が懸念

され、想定さ れ る 以 上 の 犠 牲 者 を 出す可能性が高い。本震災では既述のように幸いにも 、

広 域 長 時 間 停電による避難パニックは発生しなかった。

自己の空間的認識が困難となる、闇に対する恐怖は誰もが持っている。暗闇での余震の

恐怖を訴えた 被 災 者 は 多 い 。 何 よ りも非常災害時には視覚情報確保のための光源が不 可 欠

といえる。一方、都市周辺では光公害の状態にあり、漆黒の闇を経験することは絶えて久

しく、都市居住者は闇に対する恐怖を感 じる こと なく 日常 生活 を送 って きた とい える。そ

の意味におい て も 、 阪 神 ・ 淡 路 大 震災は近代都市居住者が戦後初めて経験した、闇の 恐 怖

であったとい え る 。 従 っ て 、 本 震 災の被災者の広域長時間停電への対処方法や災害時 の 照

明がもつ機能に 対 す る 評 価 を 明 ら かにすることが、今後の防災計画の見直しに貴重な資料

を提供することになる。

被災者へのアンケート調査は 3種類実施している。 第 1は、 1995年 7月に芦屋市、西宮

市、神戸市東 灘 区 、 兵 庫 区 、 長 田 区、中央区、須磨区および西区（以下阪神間と略す、調

査戸数・有効回答 220) 、北淡町（同 221) および淡路町（同 92) に設置された応急仮設住

宅入居者を対 象 に 地 震 発 生 時 、 避 難時、避難場所および仮設住宅での照明設備に関する調

査を一部、産経 新 聞 大 阪 本 社 社 会 部 の協力を得て、訪問調査によって実施している。

表 5.1に調査概要を示す。

第 2は、 日 本建築学会近畿支部阪神大展災特別調査委員会都市環境施設班の協力を得て、

高層賃貸住宅として住都公団ハーバーランド神戸駅前（以下神戸駅前団地： 15階建て、全

209戸、回収 84戸）および中層賃貸とし て 住 都 公 団 御 影 団 地 (4~ 5階建て、調査戸数 121戸、

回収 92戸）の入居者に対して同様の訪問調査を 1995年 11月に実施した。

第 3は、空気調和・衛生工学会近畿 支 部 阪 神 大 震 災 被 害 調 査 ・ 検 討 特 別 委 員 会 も 協力によ

って、戸建て住宅に関して、 1995年 9月に大阪府下、阪神間で震度別に住宅地図から無作為

抽出し、主として郵送によって配布回収を行った（配布総数 2,000、有効回収 524) 。

以下の分析には、主に応急仮設住宅入居者を対象とした調査に基づき報告する。
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表 5.1 仮 設 住 宅 入 居者に対するアンケート調査概要

調査地域 回答者性別 I 年齢 被災時住宅種別

女性 57. 8% 戸建て 42. 7% 

阪神間 63.8歳 長屋 29. 7% 

(220) 男性 42. 2% アパート 21. 6% 

マンション 6. 4% 

女性 72. 3% 戸建て 92. 5% 

北淡町 60. 9歳 長屋 4. 5% 

(221) 男性 27. 7% その他 3. 0% 

女性 54. 5% 戸建て 63. 7% 

淡路町 60.9歳 長屋 29. 7% 
i 

(92) 男性 45. 5% その他 6. 6% 

阪神間の調査には、産経新聞大阪本社社会部の協力を得た。

阪神間：芦屋市、西宮市、神戸市（東灘区、兵庫区、長田区、中央区、

須磨区、西区）に設置された応急仮設住宅を対象とした。

5. 1 地震発生時

5. 1. 1 震災発生時から避難の状況

図 5.1 に示 すように、地震発生と 同 時 に 阪 神 間 の ほ ぼ 全 て の 被 災 者 が 自 宅 や 周 辺の街

路灯が停電したと回答している。但し、戸建て調査結果からは低い震度では停電の比率は

下がる。 また、図 5.2に示すように阪神間では回答者の 12%が街路灯の状態を記憶して

おらず、激しいショックを受けたと推察される。一方、幸いにも淡路島では停電は 5~ 30 
分程度の短時間に復旧したことから、 周囲 の状 況を 比較 的よ く記 憶し てい る。 被害 の小さ

ーがうづた淡路町では夜明けを待って避難などの行動をとったものも多い。直後に避難した者

の避難時の気持ちは、 図 5.3のように「夢中で何も考えなかった」が 40~60％以上と最

も多いが、 「真っ暗で怖かった」も約 20%、 「早く夜が明けてほしいと思った」や「明か

り があったので落ち着いて行動できた 」と の回 答も 多い 。こ のよ うに 、多 くの 人々 が、激

震と閤に対する恐怖によって周囲に注意をめぐらす余裕がなかったといえるが、同時に、

災害時に心の平静を取り戻すために照明の存在が評価されている。
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5. 1. 2 避難時の明かりの確保

図 5.4 に示すように避難時の明かりの確保は過半数が「懐中電灯」、ついで「明かり

なし」となり、 「ローソク」は少ない。仮設住宅での生活で、非常時の明かりとして「ロ

ーソクの準備」をあげる者はわずかであることからも、ローソクの少なさは瓦礫と化した

周囲の状況から火災の危険性を考慮してのことと判断できる。また、 「自動車等のヘッド

ライト」の回答もあり、避難に自動車の利用がうかがえる。大地震時には、車を捨てて徒

歩で避難することが防災の常識とされている。しかしながら、身の回りの空間、情報、冷

暖房、明かりが確保できるマイカーから街路灯も消え、方向も定かでない闇に向けての避

難を要求することは不可能に近いと思われる。本震災でも、主要交通網が東西方向であっ

たため、大渋滞を発生させ、緊急活動を著しく阻害した。また、南北の移動も寸断される

ことになった。退勤時間帯のラッシュ時の大災害の発生を想定した、徒歩での避難を支援

する照明機能の整備が緊急に要請される。

5. 1. 3 一般住宅およぴ街路灯の非常照明機能について

淡路島調査では、一般住宅および街路灯にも非常灯の機能が必要かどうか設問している。

これによると、一般住宅では「是非必要」および「どちらかといえば必要 Jを合わせて、

北淡町約 90%、淡路町80%が必要と答えている（図 5.5.1-2) 。 また、 「必要ない」

は北淡町、淡路町ともに約 6％で、その理由として金銭の負担をあげている。 その理由と

して、 「安心できる」および「落ち着いて行動できる」が北淡町では 96%、淡路町で 82%

であった。このように安心感や、落ち着いた避難行動が可能になるということで、一般住

宅においても非常灯の強い要求がみられる。一方、街路灯では、両地域とも 95％以上が必

要としており、街路灯が点灯しておれば、落ち着いた、迅速な避難行動が可能としている。

居室や周囲の停電の中で、固 5.6. 1に示すように高層集合住宅の階段通路誘導灯の点

灯の回答があった。ここでも、 「記憶なし」と答えたものが約 50％おり、衝撃の大きさを

物語っている。防災照明が有効に機能したといえるが、多くが懐中電灯に頼っており、暗

闇の中での避難を余儀なくされている。現在、設置装務が免除されている一般住宅での防

災照明設備や街路灯の停電時の非常点灯も防災面から再検討すべきといえる。震災後の高

層ホテルの光文字で被災者が元気づけられたとの報道もあるように、高層マンションの防

災照明が周辺居住者の緊急時の灯台となりうる可能性を示している（図 5.6. 2) 。
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5. 2 緊急避難時

5. 2. 1 避難先の照明環境

被災者の多くは近くの学校や、公民館などに避難した。図 5.7 に示すように淡路町で

は約 10％ が近くの田畑に避難している。比較的停電の復旧が早かったことから多くの避難

場所における震災後の第一夜は明かりが戻っていた（図 5.8) 。 体育館等に避難した場

合、水銀灯や HIDなど多様な光源のため 様 々 な 光 源 光 色 が 見 ら れ た が 、 過 度 の 緊 張 状 態に

あった被災者は照明光の色味を感じる余裕はなく、阪神間、北淡町ともに 80％前後が白っ

ぽい色と回答している（図 5.9) 。 ただし、被害が比較的軽微で、公民館や親戚に避 難

したものが多い淡路町では、赤みかかった光色や青白い光色をいずれも 20％近く回答して

いる。また、光源光色の評価として、 「何も感じなかった」や「わからない」が過半数を

占める中で図 5.1 0のように阪神間の「気分が安らいだ」や淡路町の「元気に見えた J

が20％近くあり、照明の効果が評価されている。

また、照明の調節状態について、 図 5.1 1に示すように「就寝時消灯」より北淡町で

60%、阪神間および淡路町では 40％弱が「昼夜点灯」あるいは 3地域とも概ね 20％の「就

寝時減灯」が多い。この状態について、 「明るくて眠れなかった」とする者より、 「明る

いから安心して眠れた」との回答が多く、余雲に対する強い恐怖を反映している。明かり

によって、とにかく平静さを取り戻せたといえる（図 5.1 2) 。 緊急避難状態を概ね 72

時間とすれば、照明の細やかな制御より、とにかく明かりがあるという安心感の方が優先

される。

一般に体育館は体育館としてというように多くの公共建第はその機能に応じた照明設備

が設置されており、居住空間としての照明機能は有していない。しかし、災害による停電

時にも照明が確保されれば、緊急避難場所として十分機能するといえる。しかしながら、

これはあくまで緊急避難であって、時間 の経 過と とも に「 明る くて 眠れ ない 人々 」と 「暗

いと眠れない人々」の混在が不眠やその他のストレスなど新たな問題を引き起すことにな

る。したがって、落ち着きを取り戻した 時 点 で 、 速 や か に 教 室 な ど 比 較 的 小 空 間 で 、 照明

の 制御が容易な場所に再収容するような 措 置 が 要 求 さ れ る 。 ま た 、 被 災 地 域 外 の 親 戚 への

疎開の促進やその他、一般家庭へのホームステイなども考慮すべきである。
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5. 3 生活復 l日時

5. 3. 1 生 活のリズムと照明環境

緊急避難所 で の 生 活 は 、 長 い 人 で は半年以上に及んでいる。自然光によって体内時計が

リセットされ、概日リズムが維持されて いる こと はよ く知 られ てい る。 点灯 消灯 制御が不

十分で変化に 乏 し く 、 昼 光 に 比 べ る と遥かに低い照度下での長期間の生活は、不眠障害や

生理機能の変調をもたらす。とりわけ、外出の機会も意欲も失われた高齢被災者にと って

は深刻である。夏→秋→冬の日照時間の低下が、季節性感惜障害 SAD （冬期鬱病； Seasonal

Affective Disorder) を起こすとされているが、これまで日本人には少ないといわれている。

今展災では冬→春→夏と日照時間が伸長する季節であったことから、避難所での影 瞥 は

少 ないと思われるが、避難生活がやむ なく 長期 化す る場 合に は、 明暗 のリ ズム をし っかり

と 刻む生活が必要となってくる。仮住 まい が長 期化 する に連 れて 、仮 設住 宅で の高 齢者の

孤独死が多く報道されている。劣悪な照明環境もまたその要因の一つではないかと推 察さ

れる。規則正 しい生活や適宜の散歩な どで戸外へ出るといった社会的環境による刺激や昼

光による光刺激とともに適切な照明制御が要求される。

5. 3. 2 仮設住宅の照明環境

仮設住宅での生活で撰災の後遺症として、 20％近くの人が震災後に就寝時の照明の制御

を変えている（図 5.1 3) 。 阪神間では 50%、淡路島では約 60％が就衷時も豆球（常夜

灯）などを点灯している（図 5.1 4) 。 その理由としては、 「照明を点灯しておかない

と不安で眠れない」、 「迅速な避難ができる」とする回答よりも、 「明るいと眠れない」

とする割合が多く、通常の状態に戻りつつあるといえる（図 5.1 5) 。図 5.1 6に避難

所での就寝時 の照明評価と仮設住宅での就衷時の照明制御の関係について示す。震災前か

ら就衷時では常夜灯も含めて「全て消灯 し て い る 」 も の で も 、 避 難 所 で は 「 明 る く て眠れ

な い」と「明るくて安心」がほぽ同数みら れる 。一 方、 震災 前か ら常 夜灯 を点 灯し ている

ものは、避難所でも大部分が「明るく て 安 心 」 と 回 答 し て い る 。 ま た 、 震 災 後 就 寝 時の照

明を変更したも人の区分では、避難所で「明るくて安心」と回答したものは仮設住宅 でも

点灯して就衷している人の方が多い。また、男女別に就衷時の照明制御の変化を見ると、

図 5.1 7のように、男性の方が震災後、豆球を点灯していると回答した比率が高い。

社会学的な男 性 の 役 割 と し て の 家 族 を守る防衛意識とともに、ストレスに弱い生物学的な

男性の姿が反映 し て い る 。 ま た 、 避 難先が親戚の住宅や教室など照明制御が容易であ っ た

場所での避難 者は就衷時の照明に対す る不満は見られないが、体育館など大空間での避難

者の不満が多く見られた。

現在、非常時の照明としては、 図 5.1 8に示すように、概ね準備されており、ほ とん

どが懐中電灯である。また、図 5.1 9 震災後に準備を始めたものが 30~40％程度みられ、

これまでの京阪神住民の低い防災意識が現れている。
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一

以上のように、地震直後の緊急避難時から仮設住宅などでの生活復興となり、時間とと

もに量の照明から質の照明へと評価措 造が 変化 して いる こと がわ かる 。現 在の 仮設 住宅の

照明設備につ い て は 、 必 ず し も 良 質 の設備ではないにもかかわらず、入居当初、周辺の 街

路灯の不備を除けば、ほとんどの入居者が適切と評価している。これは震災直後、体育館

等の大空間に間仕切りもなく詰め込ま れた 状態 や、 水も 電気 もな い状 態に 比べ れば プライ

バシーが確保された仮設住宅での暮らしの方がまだましという意識が反映されていると判

断 される。しかし、最低限 1年から 2年の生活空間として、やすらぎを得ることので きる

照明の質の改善が不可欠である。

応急仮設住宅は災害救助法第 23条に基づき、 「災害により住家が滅失した被災者のうち、

自 らの 資力 では住宅を確保することが で き な い 者 に 対 し 、 簡 単 な 住 宅 を 仮 設 し 、 一 時的な

居住の安定をはかる」ものであって、生活保護性と一時仮設性が基本となっており！）、仮

設 故に建築基準法によって 2年間と期限が定められている。供与の基準と内容については

厚生省次官通達 に よ っ て 1戸あたりの 面 積 と 喪 用 が 決 め ら れ て い る 。 し か し な が ら 、冷暖

房や照明器具など住環境にかかわる機器については言及されていない。その生活の潤 いに

照明が深く関わっていることに関する、照明関係者の積極的な提言が望まれる。

参考文献

l) 室崎益輝、大西一嘉、成尾優子：大災害時の応急仮設住宅供給に関する研究その 1

応急仮設住宅をめぐる諸問題、日本建築学会近畿支部研究報告集第 34号計画系、

pp761-764, 1994 
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［付録］ 仮設住宅調査（淡路島）アンケート調査票

大規撲災吝時の照明設漏に襲する鱈査へのご協力のお願 い

社団法人更閉学会関西天●

阪神・淡路大重尖講憂研ヌ委●会

運路・●い合わせ先 〒55 8 大阪市住吉区杉本3-3-,3B 
大阪市立大学 生活94字祁

生活環壌鯛綱字訊座

電i, 06-605-283' 

坦当 ＂緬土井正

このたびの翫神・ •甚大震災で枯災されました苫さ● lこ心からお見●い●し上げ

ます．さ t.．閉の大規損災吝時の安全な辺●や敦助忌勤には竺明設●が璽雙な役

劃を担っています．しかしながら、今回の重只で十分な巳割を璽たすことができた

のかよく分かつておりません．畏明学会ではこのたびの震只の教綱を籍まえ．今復

の家づくり田づくりに役立たせるため．大霞2／こ道われ．実犀に嚢霞や敦肋を騒験

されたみなさまのご置見をnうことになりました．不憤れな●哀住宅での生活で何

かとご逗嘉かと存じますが鵡憂の趣旨をご屋●いただきご協力蝙りますようお■い

寧し上げます．

なお．閃●●黒／“絞It的に迅理いた Lますので．鱈人的にご逗置をおかけするこ

とは決してございません．

お答えは

あて19まるもの I:O印をつけていただくか

（ ）内にご『入<t2六い．

［回答累】

■ 1月17日の大震災発生時点でのお住まいについておたずねします．

住宅の構這 ,_木透 2.餓貴 3.鮫底コンクリート

4.その他( l 

住宅の駐式 ,_戸豆て 2.長量這て 3.纂合住宅・アバート

4.その也（ ） 

お住まいの地区 （ ）町・布 （ ）之区

●地震覺生直紋の四明の状況についておたずねします―

胃 1 ●貫 I二より顎鴫専員などは停胃 L•L たか

9.9 お宅で99 9 停電した 2・ •灯してい,,
鼠下の事零灯 1．停電した 2 ●灯していた 3 餃●なし

●囲●●●灯など● 9 停電した 1 •灯していに 3・ロ●なし

近くのマンシaンなど●●下灯 9．停電した 1 ●灯していた 3 註●なし

t2 停電l9いつ頃復●しましたか

'・ 5分は" 2. 30分以内 9. 9 ●●以" '・ 1 -3"閏以内 5 3~6闘閂

9半8a上 9・ 9 S以上 8分からない

胃 2 奇輯された壻胃についておたずねします

-3 9 -

9.9 ●霞されましたか 9．●●した t●賛しなかった 9包●された

2.2 ●甦の手●● 9養●で 2．●鉦●・パイク 3.... 
乙3 這饂されたのは

．．その鵡 9

1．近く●,..

412頃
l・ 公●

＇·近所の良•

,.,さ●鱈 3 お●·••
99員金所 ．ヽ暴饂

9．近くの日燻・空き•

IO．その鯰，

24 もしお●し王え●ければ累●的にお●●下さい（

2.5 遍饂された●覆では 9．停電していた ！●●竃していなかった

1ヽ停電に●●で囀かりを譴繹されていましたか

1．ロウ99 1●●電n l．拿零灯
‘・自●●など●9イトで 5そ●曇（

2Jそのとき●お重贄ち●

1●中で阿も零えなかった

9．夏，．で冨かった

3．ロー．，，．うイターでll火事になると息った

`・躙かりがあった●で●ら●いていた

,．（覆が鴫げてほしいと●った

9そ●● 9 



躙'------"＂されたり覆馴去蔚の麟 9こ轡囀ばどう？れましたか

9. 9 お答えの内吝99 ，~這●● 9こついて ' ●騎孟虹闘9こついて

3~2 お侵 99になった●囀は

1饂●電灯 2．ライター 3 ロー •99 4 ●鶏車や●●のライト

5缶●灯 9月囀かり ，．．．隻電纏 ●近くの集•住宅の事零灯
9その● （員●●『ニ

"●●なし

9.3 這鯰や●助の騎のお菫袴らは

し夢中で貨も妻えなかった

2・ 夏つ鑓で偏かった

＇・ロー 99ゃぅイターでは火事になると三つ9二

4囀かりがあったので●ら着いていた

5・ その● （ 

麟 4 奇可＊れた壻頁までの青繹灯＂＂につい Tぉたずわし主す

1~ もともと翫•灯泣●ばない

2』ミ灯していた

3」冨れて濱えていた

↓翫鱚していた

9．その鯰(

●事常灯設●についておたずねします

マンションやアバーいなどでは●，，など，，共JII謳分に99．法偉で停電騎の非零灯

の設置が蘊桟づけられています．そのため．正零に作馳すれば＿定騎Ill，，あかりを

●長することができます．

胃 5 ー最のや字にも拿鵞灯は名事とおもゎれますか

5.9 ●冥住について

9．暴寡必• 1どちらかいえば●璽 3、B璽ない 』．わからない

5 9 その塁●は

9．天心できる 9糞ら●いて行●できる

3・ おきがかかりすぎる 9迅運な遷闘●●●ができる
5そ●● （ 

＂ 開閉光●●合いはどんな色9こ三じましたか

l膏日い光 2日つ99い丑 3~ やや●●●● ｀・尊のような●みの元

•5 光の色●いについてどのよう C蔦分にな，Jましたか

＇・質も感じなかった 1・ 澤ち●かなかった 3,富軍9二這じた

4▲霞色が元鴛に見えた s.置分が安らいだ ヽわからない

1.その他（

■覆在，，仮霞住宅での璽明，，状王1こついておたずねします

肩9 お住●いにな9ているヤ＂件宅の●鴫の鴫るさはいかがですか

・ " '•るすぎる ，．遍切 3・ やや●い ．“すぎる 9わからない

玄 腿 9 ●るずぎる 9置切 9やや●"..鴫すぎる 5．わからない

. ＂ ＇・・るすぎる 9遍切 9やや●い．“すぎる 5わからない
• % '綱るすぎる ，．遍切 1やや●tヽ 4竃すぎる iわからない

. ,. ，'るすぎる ，．遍切 31やや●" ..●,．る 9わからない

胃 90 伍P住宅1lj"胃碍灯9二ついて行たずわし玄す

99 9 鱈辺9こ田霜灯はありますか 9．ある こない 3．わからない

99.2 そ．．るさはいかがですか

’’'るすぎる こ遭切 3．やや●い、●すぎる 5．わからない

胃 11 算専＊れると 9の●囀についておたずね Lます

99.9 おやすみ●●●はどのようにされていますか

1．すべて溝灯している 2夏這9●●灯している 3’'る＜したま享

..わからない s.そ..( 

19.9 そのような●●は 9．量二●から 2．重Z董から 3．わからない

99 3 どのような軍●でそうされていますか

9．零るいと竃れない 2疇いと竃れない 3すぐに●鱈でさる

ヽよくわからこい 5その乞(
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閂6 衛碍qにも専常灯の彎曾がか驀とおもわれ査すか

9 1 ●●性について

9」墨享必● 2．どちらかいえば必● 3 ●●ない 41うからない

"その覆●は

,,切できる 2．蕩ち●いて行潤できる

3・ お金がかかりすぎる 、●●還な●●や牧●ができる

＇・その位 9

属7 渭＂場所には字掌灯がれ暮とぉもわれますか

,., ●●性について

，．是寡必● 2．どちらかいえば必● 9．必●ない 4わからない

7.2 その疇●は

，．安心できる 2昂ち鷺いて行鯰できる

＇・お會がかかりずぎる 4迅遭な●●ゃ言●ができる

’・その● （ 

●逼薗場所で，，II虜9こついておたずねします

員8 渭肩奪の●鴫の仕囀9こついておたずねしますは

1.1 這●●の●鴫99

9星裏を日わず●灯 ea●および虹寝疇には漏灯 3皇t●鯖のみ減灯

＇・翫襄鴫のみ●灯 5その● （ 

99 駄寝鴫0●●9二ついておたずねします

1囀るいので●心して鴫れた

9、鴫るすぎて重れなかった

1●くて軍れなかった

い よく重れなかった方にお体の樟干についておたずねします

9つかれた 9いらいらし,, 3 体震を•した 9日も●じなかった
，~その● （ 

日12 環在・亨零騎のあかり多●零ネれてい●すか

t2 9 準●状況 1用憲している 2翔璽していない 3わからない

12 2 そのような状Bl2 l鑽災nから 2震尖＆から 3.わからない

12. l そ(I)雙由は 1＿応氾のため 1這鑓のため 3髯となく
4わからない s．その題（

12 4 111重されているのは 1 ll中電灯 2ロー` Jク
3.その建く

n査1二ご協力いただきありがとうございました．

，，にかご意見．ご冥望がございましたら自由にお書き下さい．



6. 照明設備の現状と問題点の改善策

6. 1 建物内照明設備

6. 1. 1 照明設備の被害状況と検討課題の整理

阪神・淡路大震災による照明設備の被害状況は、第 4章で紹介されたとおりで、その内

容は軽微なものがほとんどで特筆すべき大きな影響を与えた事象は見受けられない。

一般的に照明設備の被害には、大きく分類すると、

1. 電源の供給停止による機能停止

2. 照明器具の破損、変形等による機能停止

3. 照明器具の破損、脱落等による人身災害

のようになる。

この中で、①電源の供給停止に関する調査及び、改善策の検討は、他の学会や、委員会、

各種団体で実施されており、③の二次災害例も報告例が無く調査対象とはしがたいため、

本委員会では、②に関する調査・検討を重点的に実施することとした。

又、今回の展災では、その発生時刻が夜明けの直前であったことから大きな障害には至ら

なかった大規模停電が、日没直後に発生する可能性も考慮し問題点の抽出を行った。

6. 1. 2 照明設備の被害状況とその原因

〔写真一 1〕はパイプペンダントの脱落の状況で落下寸前、 ［写真一 2〕もパイプペン

ダントの脱落の状況で器具はケーブルによりかろうじて落下を免れている。これらはい

ずれも、振動により取り付け部分が破損したために起きている。

〔写真ー 3]は振動により周辺のダクトと衝突し、器具本体が破損したチェンペンダン

トの例である。

〔写真一 4〕は配線ダクトに取り付けた照明器具が外れ落下寸前の例である。

〔写真一 5) は天井埋め込み器具が天井ボードの揺れにより破損、開口部から浮き上が

った状況である。

〔写真一 6〕は天井埋め込み型のダウンライトが天井内のダクトに押され脱落した例で、

落下防止チェーンでぶら下がっている。ダウンライトではこの他に器具本体が振動によ

り天井から外れかけたり（写真一 7〕、完全に外れ電源コードでぶら下がっている例

〔写真一 8) が多く見られた。
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写真一 1 パイプペンダントの脱落 (1)

写真ー 2 パイプペンダントの脱落 (2)
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写真一 5 天井埋め込み器具の破損

写真一 6 ダウンライトの脱落 (1)
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写真一 7 ダウンライトの脱落 (2)

写真一 8 ダウンライトの脱落 (3)
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以上の照明設備の被害状況の実例から主な原因は次の 5項目が考えられる。

1. 吊り下げ形器具に振れ止め対策の不備

2. 天 井内配管やダクト等の振動による干渉

3. 器具 取 り 付 け 方 法 が 脆 弱

4. 器具取り付け金具等のゆるみ

5. 天井開口部の施工精度不良

6. 1. 3 一般照明器具の耐震性能上の問題点とその対策

(I)照明器具本体の耐震性能上の問題点とその対策

照明設備の震災による被害状況か ら 判 断 し て 、 照 明 器 具 本 体 の 構 造 、 強 度 に 大 きな問

題点は無いと言える。

更に、社団法人 日本照明器具工業会では震災以後、照明器具の耐震設計指針を策定

し、試行段階に入っており既成の器具に関しては耐震性能上の問題点はないと考えら

れる

但し、シ ャンデリア等の特殊な器具、特別注文器具｀海外調達器具等は個々にそ の 取

り付け場所、用途に応じた対応が必要である。

(2)照明 器 具の取り付け方法の耐震性能上の問題点とその対策

展災による被害状況、及びその主要な原因から、照明器具の取り付け方法の耐展性能

上の問題を検討し、対策を講ずる必要がある。以下にその代表的な例を示す。

〔図 6.1. 1〕 は 吊 り ボ ル ト に 振 れ止めを施す場合の例を示しており、吊り下げ長さに

より要否を検討する。

天井内に配管 や ダ ク ト が 設 置 さ れ ている場合は〔図 6.1. 2〕のように互いに干渉しな

い吊り方を考應する。

照明器具の取り付け方が脆弱な例は、 照 明 器 具 の 重 量 や 取 り 付 け 下 地 の 強 度 の 確 認が不

十分なためである。従って重い器具や下地の弱い部分での取り付けは〔図 6.1. 3〕のよ

うに、器具の形状、周辺の状況に応じた方法を選択する。

ダウンライトのように軽量器具は天井下地に直接取り付ける場合、ボードの開口が大き

いと器具の掛かりが少なくなり脱落の危 険 性 が 高 く な る の で 、 十 分 注 意 を 払 う 必 要 がある

（〔図 6.1. 4) 参照）。又、落下防止を確実にするためには、落下防止チェーンやワイ

ヤーを取り付ける。
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被害状況か ら 抽 出 し た 問 題 点 に 対する改善策の一部を紹介したが、基本的には、建設省

住宅 局 建 築指導課監修 日本建築セ ンター発行の建築設備耐震設計・施工指針に準じ設計

・施工すれば問題は無い。

但し、今回の調査の結果得られた‘‘建物の構造・規模はもとより、照明器具の取り付け

位置により被害状況が異なる”という 事 象 を 考 慮 す る と 、 一 概 に 対 策 を 固 定 化 し てしまう

のは危険であり、コスト的な影響も大きい。

従って、その建物、施設の用途、規模、構造、重要度、利用者の数、利用時間帯等を十

分考慮に入れバランスの取れた対策を講ずる事が大切である。

6. 1.4 防災照明器具の現状の問題点と改善策

(1)防災照明とは

防災照明とは各種災害に伴い発 生 し た 停 電 時 に 、 そ の 建 物 、 施 設 の 利 用 者 を 安全且つ

速やかに避難させると共に、消防隊の、消火・救助活動を支援するための照明で、建

築基準法による非常用照明と、消防法による誘導灯がこれに該当する。

(2)非常用照明設備の設置基準

非常用照明設備は建築基準法 第 35条、同施行令 第 12 6条の 4、 5に規定され

て お り、通常照明を必要とする部分に設置しなければならない。

具 体 的な設置を要する部分とは

1. 居室

2. 無窓の居室

3. 居室及び無窓の居室から地上に通ずる避難路となる廊下・階段•その他の通路

4. 1 ~ 3に類する部分

として お り 、 そ の 栂 造 と し て

1. 直接照明で床面で 1ルックス以上

2. 器具の主要部分は不燃材 料

3. 電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

4. 蓄電池容量は 30分 点灯容呈

5. 開 閉 器 に は 非 常 用 照 明 回路表示

としている。

但し、建物の用途、部屋の用途、屋外や避難階段までの距離等の条件により設置を除

外できる部分を定めている。

(3)誘 導 灯設備の設置基準

誘導灯設備は消防法 施行令 第 26条、同施行規則 第 28条の 3に規定されてお

り、原則として全ての建物に設置しなければならない。

-4 9 -



又、設置場所及び、その目的により

1. 避 難口誘導灯

2. 廊下 通 路 誘 導 灯

3. 階段 通 路 誘 導 灯

4. 客席 通 路 誘 導 灯

5. 誘導標識

の 5種類に 分 類 さ れ て お り 装 置 の楢造は

1. 避難口誘導灯の取り付け高さは避難口の下面から 1. 5 m以上

2. 避難口誘導灯の明るさは直線距離 30 mでシンボル及び色彩が識別可能

3. 廊下通路誘導灯の明るさは器具直下から 0. 5 mの床面で 1ルックス以上

4. 廊下通路誘導灯の取り付け間隔は歩行距離 10 m以下

5. 廊下通路誘導灯（床面設置形）の強度は荷重により破壊されない強度

6. 非常電源は蓄電池

7. 常時点灯で非常時（停電時）点灯可能時間は 20分

としている。

但し、建物の用途、階数、避難・消火活動上有効な開口の有無、屋外や避難階段 に 至

る歩行距離等により設置を除外できる部分を定めている。

(4)防災照明設備の耐展性能上の問題点の抽出

震災による 被害調査の結果や、被災者へのアンケート調査の結果をみても、防災照 明

設備に対する具体的な問題点はあがっていない。これは今回の大地震が夜明けの直前

に発生したことから、広域停電が発生したにもかかわらず大きな混乱が起きなかった

事や、多く の人が集まる事務所や店舗、交通機関がまだ本格稼働する前であった事 が

幸いしている。

今回の検討 にあたっては、非常用照明、誘導灯それぞれの設置基準、除外条件、装 懺

の構造条件を今回の震災から予想される最悪の状態を想定し見直し、問題点の抽出を

行った。

まず、具体的な問題点を抽出する前に、検討すべき注意点をまとめた。

防 災照 明設備の耐衷性能上検討す べ き 注 意 点

1. 広域停電時には外光が期待できない

2. 不特定多数の人が利用する大 きな 浴室 、便 所等 では 勝手 が判 らな い

3. 地展により家具、物品等が移動・転倒し、通常の通路が遮断される

4. 建物の利用者、在住者の中には自力で避難できない人もいる

上記 4項目 の注意点をもとに、各 設 備 の 設 置 基 準 等 の 見 直 し を 行 っ た 。 同 時 に 法の判

断基準となる建物用途区分にも注目し、同ー用途とみなせない場合は別の区分でしそ

-5 0 -



れぞれの区分毎に問題点を抽出した。

そ の 結果を非常用照明設備は表 6.1.1~11、誘導灯設備は表 6.1.12~17に

示す。

(5)耐震性能上の問題点に対する改善提案

防災照明設備の耐震性能上の問題点に対する改善提案はあくまでその機能を十分活用

するための附加項目であり、対象となる建物や施設の状況に応じた対策の検討が必要

である。

非常用照明設備、誘導灯設備の建物用途区分毎に抽出した問題点に対し、各表の右覧

に改善提案内容を記載した。

①非常用照 明設備

〔表 6.1. 1〕では検討すべき“注意点の 1~ 3" に注目し改善提案を行った。

特に劇場や映画館の便所は大きく見通しが悪い場合が多く特に注意が必要。

〔表 6.1.2~5〕ではまず建物用途を 4つのグループ、 「病院・診療所」 「ホテル・旅

館」 「下宿•寄宿舎」 「養老院・各種福祉保護施設」に分割し改善提案をまとめた。

〔表 6.1. 2〕の「病院・診療所」、 ［表 6.1. 5) の「養老院・各種福祉保護施設」で

は“注意点の 4’' を重視し、避難に要する時間を検討課題にあげた。

〔表 6.1. 3〕の「ホテル・旅館」は〔表 6.1. 1〕の劇場や映画館と同様とした。

〔表 6.1. 4 〕の「下宿•寄宿舎」では従来の考え方は、在住者が固定的であり勝手が分

かっている事から設置を除外しているが、 ‘‘注意点の 3’' を考慮し設置する方向で提案

している。

〔表 6.1. 6] の「博物館・スポーツ施設等」は［表 6.1. 1〕の劇場や映画館と同様と

した。

〔表 6.1. 7〕の「百貨店・飲食店等」も［表 6.1. 1〕の劇場や映両館と同様とすると

共に、料理店等では小さな間仕切りが多い事に注目し旅館等とも同様の条件と考えた。

〔表 6.1.8~11) では建物用途を 3つのグループ、 「一戸建住宅」 「学校・体育館」

「事務所・工場・寺院等」に分割すると共に、機能的に個別に検討すべき施設として、

「防災拠点となるべき施設」の項目を加え 4つのグループとして、検討した。

〔表 6.1. 8) の「一戸建住宅」は全て設置除外の対象となっているが、 ‘‘注意点の 3、4

”を考慮し、規模や住人の状況を考慮し、必要に応じ対策を講じるものとした。

但し、その設備については、必ずしも本来の法設備を満足するものでなくともよく、自
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主的に可能な範囲で検討することとした。

［表 6.1.9) の「学校・体育館」も「一戸建住宅」と同様全て設置除外の対象となって

いるが、不特定多数の人が出入りする機会も多い事を考慮し、最小限廊下・通路、大教

室、講堂には設置する事を提案した。

（表 6.1.10〕の「事務所・工場・寺院等」では特に“注意点の 1"の外光が期待でき

ない事に注目し避難階段等への歩行距離の有無に係わらず設置する事を提案した。

（表 6.1. 1 1〕の「防災拠点となるべき施設」では、必ずしも避難のことだけを検討す

ればよいとはいえない。防災拠点としての機能が維持できる最小限の時間は防災照明設

備としての機能を確保できるよう検討すべきであるとした。

②誘導灯設備

〔表 6.1. 1 2〕 〔表 6.1. 1 3) における建物用途では基本的に全域設置としているが

有窓階で歩行距離が条件以下であれば除外できる。しかし‘‘注意点の 1"の外光が期待

できない事に注目し除外しない案とした。

〔表 6.1.14〕の「地下街・準地下街」では除外条件が無く問題無しとした。

［表 6.1.15〕の「図書館・博物館等」では 11階以下の有窓階には設置を要しないこ

とになっているが“注意点の 1" を考慮し、少なくとも通路誘導灯、及び階段通路誘導

灯は設置を勧める案とした。

［表 6.1. 1 6) の「学校」でも「図書館・博物館等」と同様の設置基準となっているの

で同様の提案とした。

［表 6.1. 1 7) の「共同住宅・寺社等」では 11階以下の有窓階の除外に対し、少なく

とも階段通路誘導灯は設置を勧める案とした。

(6)住宅照明器具の停電対策

［表 6.1. 8〕において一戸建住宅は全て設置除外の対象となっているが、規模や住人

状況を考慮し、必要に応じ対策を講じる提案を行った。

但し、法的に満足させるには、コストやメンテナンス等に問題がある。このような状況

を考慮し各照明器具メーカーでは簡易形の家庭用保安灯を開発し販売している。その代表

的な器具を〔表 6.1.18〕にまとめた。ほぼ同等の仕様で製作されているが、特にメン

テナンス性を考慮し電池を一般の乾電池としたり、取り外し可能とし懐中電灯として利用

できるもの、既設の器具に付加できるタイプ等、独自の工夫も盛り込まれており、状況に

応じた自主対策が可能になってきている。
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表 6.l. 1 非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (1)

卦F常用照明麟暉 C1) 

建築種別 建 物 用 途

① 

・劇場

特殊建築物 I•映画館
・演芸場

・観覧場

・公会堂

・集会場

設置又は除外部分

① 居 室

吾口几 ②無窓の居室

置 ③居室及び無窓の居室から地上に通ずる避難路

を となる廓下・階段•その他の通路

要 ④ ①②③に類する部分

す 催に接するロビー・通り抜け避難に用い

る られる場所・その他通常照明装置が必要とさ

部 れる部分）

分

I 

除 1 ②採光上有効に直接外気に開放された通路廊下

外

さ ④浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室・

れ 更衣室・金庫室・物置・倉庫室・電気室・機

る 械室・及びこれらの室と同→偕に居室がない

建 場合の避難経路とならない廊下

築

物

又

は

部 ⑦ 昭和47年建告34号による居室等

分 ⑯桝や避難階段迄の距離が条件以下の室）

①直接照明で床面で1ルックス以上

装 ②主要部分不燃材料

置 ③電気配線耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄電池容量30分点灯容量

構 ⑤ 開閉器に非常用照明用回路明示

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内 30分間）

I 問 題 点

・広域停電時には外光力漠月待できない

・浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室は

勝勁分からない不特定の人力茸Ij用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

•関係者であっても見とおしの悪い場合や、通

常の通路が遮断されていることも考慮する必

要がある

提案内容

・除外せずに、非常用照明を設置する

・ 5 0 nf以上の

①見とおしの悪い室

②通路力嘘定していない室、

③地震等により移動・転倒の恐れのある物が

置かれている室

には非常用照明を設置する

・有窓届室力哨洗条件であるが、広域停電時に 1・除外せずに、非常用照明を設置する

は外光か期待できない
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表 6.1.2 非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (2)

卦巨常用照明謳佃 C2 - 1)  

建築種別I建物用途 設置又は除外部分 問 題 点 提案内容

② 

特殊建築物 1・病院 設
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ・ ~ ~ ~ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ・ ~ 

~ ~ ~ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ・ ・ ~ ~ ~ 

，患者奴又容嗣皮を置
~ ・ ~ ~ ・ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ·會~ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ▼ ・ ・ ~ ~ ~ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

有する診療所 を

・ホテル 要

・旅館 す

・下宿 る

・共同住宅 部

•寄宿舎 分

・養老院

・児童福祉施設

・助産所

・身体障害者更生援除

護施設 外

・保護施設 さ

・婦人保護施設 れ

・精神薄蒻者援護施る

設 建

・老人福祉施設 築

・老人ホーム 物

・母子保護施設 又

は

部

分

①居室

②無窓の居室

③居室及ひ無窓の居室から地上に通ずる避難路

となる廊下・階段•その他の通路

④ ①②③に類する部分

（廊下に接するロビー・通り抜け避難に用い

られる場所•その他通常照明装置が必要とさ

れる部分）

①病院の病室及び、類似室

②採光上有効に直接外気に開放され応華各廊下

④浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室・

更衣室・金庫室・物置・倉庫室・電気室・機

械室・及びこれらの室と同一階に居室がない

場合の避難経路とならない廊下

⑦ 昭和47年建告34号による居室等

（屋外や避難階段迄の距離が条件以下の室）

病室には、避難に他の人の援助が必要な状態I・除外せずに、非常用照明を設置する

の病人がおり、地震による器具の移動や転倒

の恐れも多い

・広域停電時には外光は期待できない

・浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室は

勝手の分からない不特定の人力洋IJ用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

•関係者であっても見とおしの悪い場合や、通

常の通路が遮断されていることも考慮する必

要がある

・有繹室が除外条件であるが、広域停電時に'1 ・除外せずに、非常用照明を設置する

は外光は期待できない

・除外せずに、非常用照明を設置する

・ 5 0ボ以上の

①見とおしの悪い室

②通路か確定していない室

③拿等により移動・転倒の恐れのある物が

置かれている室

には非常用照明を設置する

①直接照明で床面で1ルックス以上

装 ②主要部分は不燃材科

置 ③電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄電池容量は30分点灯容量

構 ⑤開閉器には非常用照明回路表示

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内 30分間）

・病人の避難には30分以上を要する場合が 1 ・状況に応じ点灯時間を設定する

予想される
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表 6..1. 3 非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (3)

ヲF常用照明麟備 C2 - 2)  

建築種別I建物用途 設置又は除外部分 問 題 点 提案内容

② 

特殊建築物 1・病院 設

・患者の収容施設を 置

有する診療所 を
．．．．・ • • • • • • • • • ・ ・ • ・ • ・ • ・ •... 

・ホテル・・ • ・ ・ • ・ •... 
..．..．・・ ・ ・要

．： ： ； ［・館：； ： ： ・．・ • ・ • ・. ： ・ : ； • : • ・ ・ ・ • • 
・ • • ・ ・ • ・ ・ ・ ・ ・ ・ • ・ ・ • 

す

・下宿 る

・共同住宅 部

•寄宿舎 分

・養老院

・児童福祉施設

・助産所

・身体障害者更生援除

護施設 外

・保護施設 さ

・婦人保護施設 れ

・精神薄弱者援護施る

設 建

・老人福祉施設 築

・老人ホーム 物

・母子保護施設 又

は

部

分

①居室

②無窓の居室

③居室及び無窓の居室から地上に通ずる避難路

となる廊下・階段•その他の通路

④ ①②③に類する部分

頃に接するロビー・通り抜け避難に用い

られる場所•その他通常照明装置が必要とさ

れる部分）

②採光上有効に直接外気に開放されtゴ郵各廊下

④浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室・

更衣室・金庫室・物置・倉庫室・電気室・機

械室・及びこれらの室と同→偕に居室がない

場合の避難経路とならない廊下

⑦ 昭和47年建告34号による居室等

頃桝や避難階段迄の距離が条件以下の室）

⑧ホテル、旅館等前室と奥の室との間がふすま

・障子等の場合の奥の室

・広域停電時には外光は期待できない

・浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室は

勝手の分からない不特定の人力洋IJ用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

•関係者であっても見とおしの悪い場合や、通

常の通路が遮断されていることも考慮する必

要がある

•有窓居室力哨冽条件であるが、広域停電時に

は外光力澗待できない

．勝手の分からない不特定の人力沫IJ用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

・除外せずに、非常用照明を設置する

・ 5 0 rrf以上の

①見とおしの悪い室

②通路力苅ぽ北ていない室

③地震等により移動・転倒の恐れのある物が

置かれている室

には非常用照明を設置する

・除外せずに、非常用照明を設置する

・除外せずに、非常用照明を設置する

又は、奥の室に優先的に設置する

①直接照明で床面で1ルックス以上

装 ②主要部分は不燃材料

置 ③電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄電池容量は30分点灯容量

構 ⑤ 開閉器には非常用照明回路表示

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内30分間）
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表 6.1 4 非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (4)

卦F常用瞬明謳傭i(2-3)  

建築種別I建物用 途 設置又は除外部分 問 題 点 提案内容

特殊建築物 1:；院 設

・患者の収容施設を 置

有する診療所 を

・ホテル 要

・旅館 す

，下宿 ~ ~ ： ： ：る
・ ~ ・ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ~ 

洪同住宅 ~~ 
・ ・ ~ ・ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ~部
•寄宿舎 分

・養老院

・児童福祉施設

・助産所

・身体障害者更生援除

護施設 外

・保護施設 さ

・婦人保護施設 れ

・精神薄弱者援護施る

設 建

・老人福祉施設 築

・老人ホーム 物

・母子保護施設 又

は

部

分

①居室

②無窓の居室

③居室及ひ蕪窓の居室から地上に通ずる避難路

となる廊下・階段•その他の通路

④ ①②③に類する部分

叩に接するロビー・通り抜け避難に用い

られる場所・その他通常照明装置が必要とさ

れる部分）

①下宿の宿泊室•寄宿舎の寝室これらの類似室

②採光上有効に直接外気に開放された通路廊下

③共同住宅・長屋の住戸

④浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室・

更衣室・金庫室・物置・倉庫室•電気室・機

械室・及びこれらの室と同一階に居室がない

場合の避難経路とならない廊下

⑦ 昭和47年建告34号による居室等

叡や避難階段迄の距離力笞計牛以下の室）

・住戸内の住人であっても涌路が遮断されてい

たり、すぐに避難できる状態でないことも予I•状況に応じ自主的に対策する
想される

・広域停電時には外光力漠脆只逹ない ・除外せずに非常用照明を設置する

・住戸内の住人であっても通路か遮断されてい ・状況に応じ自主的に対策する

たり、すぐに避難できる状態でないことも予
I 

想される

①直接照明で床面で1ルックス以上

装 ②主要部分は不燃材料

置 ③ 電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄電池容量は30分点灯容量

構 ⑤ 開閉器には非常用照明回路表示

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内 30分間）
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表 6.1. 5非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (5)

卦F常用照明認庸 C2 - 4)  

建築 種 別I建物用途 設置又は除外部分 問 題 点 提案内容

特殊建築物1.：院 設

・患者の収容施設を置

有する診療所 を

・ホテル 要

・旅館 す

・下宿 る

・共同住宅 部

•寄宿舎 分

'養 麟老院
~ ~ ~ ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ~ ・ ~ ~ ~ ~ ・ ~ ~ ~ ・ ~ ~ ・ ・ ~ ・ ~ 

亨児童福祉施設・・・・・・・・・・・・・・.......... 

，助産所
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

J身体障害者更生援除
~ ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ~ ・ ~ ~ ~ ~ ・ ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ・ ・ ・ ・ ~ ・ ・ ・ ~ ・ ~ 

謹施設 外
~ ~ ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ : ： : : ; ： ~ ： : ： ; ： ： ： ; : ; ： : ： ： : ： ~ ・ ~ ; ： ： ~ ; ~ 

店保護施設 さ

，~婦人疇施設 れ
~ ~ ~ ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ・・・・・・・・・・・・・.................. 

9：精鰤薄援る
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

............... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

設 ~建
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

，老人福祉施設
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

築
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

'~ ：駅ホーム 物
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

，母子保護施設 又

は

部

分

①居室

②無窓の居室

③居室及び無窓の居室から地上に通ずる避難路

となる廊下・階段•その他の通路

④ ①②③に類する部分

年に接するロビー・通り抜け避難に用い

られる場所•その他通常照明装置が必要とさ

れる部分）

①病院の病室これらの類似室

②採光上有効に直接外気に開放された通路廊下

④浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室・

更衣室・金庫室・物置・倉庫室・電気室・機

械室・及びこれらの室と同一階に居室がない

場合の避難経路とならない廊下

⑦ 昭和47年建告34号による居室等

（屋外や避難階段迄の距離が条件以下の室）

•特定の利用者であっても、一人で避難できな

い状態や、通常の通路が遮断されていること

も考慮する必要がある

・広域停電時には外光は期待できない

・浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室は

勝手の分からない不特定の人が利用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

•関係者であっても見とおしの悪い場合や、通

常の通路が遮断されていることも考慮する必

要がある

・有窓居室が除外条件であるが、広域停電時に

は外光か期待できない

・除外せずに、非常用照明を設置する

・除外せずに、非常用照明を設置する

・ 5 0 rtfJ;...U.の

①見とおしの悪い室

＠通蹄か確定していない室

③地震等により移動・転倒する恐れのある物が

置力寸している室

には非常用照明を設置する

・除外せずに、非常用照明を設置する

① 直接照明で床面で1ルックス以上

装 ②主要部分は不燃材料

置 ③電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄聡繹量は30分点灯容量 ・在館者の避難には30分以上を要する場合が 1・状況に応じ点灯時間を設定する

構 ⑤開閉器には非常用照明回路表示 I 予想される

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内 30分間）
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表 6 1 6非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (6)

ヲF常用照明謳傭i(3)  

建築種別I建物用途 設置又は除外部分 問 題 点 提案内容

③ 

特殊建築物 1・博物館

・美術館

・図書館

・ボーリング場

・スキー場

・スケート場

•水泳場

・スポーツ練習場

①居室

設 ②無窓の居室

置 ③居室及び無窓の居室から地上に通ずる避難路

を となる廊下・階段•その他の通路

要 ④ ①②③に類する部分

す 償訂1こ接するロビー・通り抜け避難に用い

る られる場所・その他通常照明装置が必要とさ

部 れる部分）

分

除

外

さ

れ

る

建

築

物

又

は

部

分

②採光上有効に直接外気に開放された通路廊下

④浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室・

更衣室・金庫室・物置・倉庫室・電気室・機

械室・及びこれらの室と同一階に居室がない

場合の避難経路とならない廊下

⑤防煙壁で区切られたポーリング場のレーン

⑦ 昭和47年建告34号による居室等

（屋外や避難階段迄の距離が条件以下の室）

・広域停電時には外光力湛指寺できない

・浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室は

勝手の分からない不特定の人が利用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

•関係者であっても見とおしの悪い場合や、通

常の通路か遮断されていることも考慮する必

要がある

・有窓居室が除外条件であるが、広域停電時に

は外光が期待できない

・除外せずに、非常用照明を設置する

・ 5 0対以上の

①見とおしの悪い室

②通路力渭淀していない室

③地震等により移動・転倒の恐れのある物が

置力寸ている室

には非常用照明を設置する

・除外せずに、非常用照明を設置する

① 直接照明で床面で1ルックス以上

装 ② 主要部分は不燃材料

置 ③ 電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄電池容量は30分点灯容量

構 ⑤ 開閉器に非常用照明回路明記

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内30分間）
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表 6.1. 7非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (7)

芽F常用照明設備 (4)

建築 種 別I建物用途 設置又は除外部分 問 題 点 提案内容

特殊建築物

④ 

・百貨店 設

・マーケット 置

•展示場 を

・キャバレー 要

・カフェー す

・ナイトクラブ る

・バ一 部

・舞踏場 分

・遊技場

・公衆浴場

・待合

・料理店 除

・飲食店 外

・床面積10 m'以上さ

の物販店舗 れ

る

建

築

物

又

は

部

分

①居室

②無窓の居室

③居室及ひ無窓の居室から地上に通ずる避難路

となる廊下・階段•その他の通路

④ ①②③に類する部分

年に接するロビー・通り抜け避難に用い

られる場所・その他通常照明装置が必要とさ

れる部分）

②採光上有効に直接外気に開放された通路廊下

④浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室・

更衣室・金庫室・物置・倉庫室・電気室・機

械室・及びこれらの室と同--jl皆に居室がない

場合の避難経路とならない廊下

⑦ 昭和 47年建告34号による居室等

叡や避難階段迄の距離が条件以下の室）

⑧ホテル、旅館等前室と奥の室との間がふすま

・障子等の場合の奥の室

・広域停電時には外光力澳Jl待できない

・浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室は

勝手の分からない不特定の人が利用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

・響者であっても見とおしの悪い場合や、通

常の通路か遮断されていることも考慮する必

要がある

•有窓居室か除外条件であるが広域停電時には

外光が期待できない

．勝手の分からない不特定の人か利用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

・除外せずに、非常用照明を設置する

・ 5 0 rrl以上の

①見とおしの悪い室

②通路力浙ほ北ていない室

③地震等により移動・転倒の恐れのある物が

置かれている室

には非常用照明を設置する

・除外せずに、非常用照明を設置する

・除外せずに、非常用照明を設置する

又は奥の室を優先的に設置する

①直接照明で床面 1ルックス以上

装 ②主要部分は不燃材料

置 ③電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄電池容量30点灯容量

構 ⑤ 開閉器に非常用照明回路明記

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内 30分間）
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表 6.1. 8非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (8)

卦F常用瞑明謳備 (5- 1)  

建築種別I建物規模・用途 設置又は除外部分 問 題 点 提案内容

階数~3且つ・・・・・・・・・・・・・・・・・. 

延
~ ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ・ ~ >~ 5 0・ 9 

~ ~ ・ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ・ ・ ・ ~ ・ ~ ・ ・ ~ 
0m 設

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

一般建築物 1 置

又は~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ・ ▼ ~ ~ ・ ~ ・ ・ ~ ・ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ 

を

延面積＞10 0 0吋要

す

る

部

分

＂一戸建住宅
・学校

・体育館

・事務所

・倉庫

・自動車車庫

・工場

・作業場

•神社

・寺院

・教会

・映画スタジオ

・テレビスタジオ

・地下街

・アーケード

①居室

②無窓の居室

③居室及び無窓の居室から地上に通ずる避難路

となる廊下・階段•その他の通路

④ ①②③に類する部分

（廊下に接するロビー・通り抜け避難に用い

られる場所・その他通常照明装置が必要とさ

れる部分）

除

外

さ

れ

る

建

築

物

又

は

部

分

ベるなと占
m皐

麟
防

き

※全て除外 饂叫洋IJ用する麟であるが、すぐ噂I•利用者と施設の状況を考慮し必要に応じ自主的
難できる状態ではない場合や、通路力遺噺さ に対策する

れていることが予想される

①直接照明で床面で 1ルックス以上 ・装置の構造条件を満たそうとするとコストア 1 ・装置の構造条件に関わらず自主的に設定する

装 ②主要部分は不叡料 I ップになる

置 ③電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄電池容量は30点灯容量

構 ⑤ 開閉器に非常用照明回路明示

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内30分間）
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表 6.1. 9非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (9)

卦F常用照明設備 C5 - 2) 

建築 種 別I建物規模・用途 設謹又は除外部分 問 題 点 提案内容

陛数こ3且つ
延面積＞500mt 

一般建築物

設

置
~ : ~ ~ ~ ： ： ~ ： ： ： : ： ~ ： ： ~ ： ： ~ ： : ： ： ： ~ ： ~ ： ： : : : ： : ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ・ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

又は~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

を

延＞10 0 0吋要

す

る

部

分

•一戸建住宅

，学校
，体育館
・事務所

・倉庫

・自動車車庫

・工場

・作業場

•神社

・寺院

・教会

・映画スタジオ

・テレビスタジオ

・地下街

・アーケード

①居室

②無窓の居室

③居室及ひ蕪窓の居室から地上に通ずる避難路

となる廊下・階段•その他の通路

④ ①②③に類する部分

叩に接するロビー・通り抜け避難に用い

られる場所•その他通常照明装置が必要とさ

れる部分）

除

外

さ

れ

る

建

築

物

又

は

部

分

ベるなと点題

麟

院

き

※全て除外 ・夜間学部の無い学校でも、教師やクラブ活動

の一部の学生・生徒は夜間でも在館しており

建築基準法で開口面積が規制されているとは

いえ、広域停電時には外光に期待できないた

め避難に支障をきたすことが予想される

・学校では各種の行事や催し物のために外部の

人が多数利用する場合があり避難に支障をき

たすことが予想される

直各•原i下

②地震等により移動・転倒の恐れのある物が

置かれている室

譴段状に席配置された大教室

④外部の人力活Ij用する可能性のある講堂

等の室には非常用照明を設置する

①直接照明で床面で1ルックス以上

装 ②主要部分は不燃材料

置 ③ 電気配線は耐熱配線（電池別醤の場合）

の ④蓄電池容量は30点灯容量

構 ⑤ 開閉器に非常用照明回路明示

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内 30分間）

- 6 1 -



表 6.1. 1 0非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (10) 

ヲF常用照明設備 (5- 3)  

建 築種別I建物規模・用途 設置又は除外部分 問 題 点 提案内容

階数こ3~ 且つ
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ・ ~ ~ ~ ・ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ・ ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ~ ~ ~ 

延面積＞500m2 ’~ ・ ~ : ~ ・ ~ ・ ~ ~ ~ ・ ~ : ~ ： ~ ~ ~ ~ ~ ： ~ ~ ~ ： ・ ~ ・ ・ ・ ~ : ・ : ~ 

一般建築物

設

置

を

要

す

る

部

分

吋
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~
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~
·
~
~
~
·
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
 

芯
~
E

旦
巳
~
ー
~
い

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
·
~
·
~
~
~
~
·
~
~
 

匹
一
~

才

オ

ジ

ジ

タ

ド
タ
ス
~
戸
←

~
~
·
~
·
~
~
 

宅

~
~
·
·
~
·
~
~
 

デ
麟
醐
庫
麟
~
~
コ
一
呻
輝
麟
-
[
地
[

住

・

ベ

阿

戸

9

,

．

＃

休

叩

倉

自

••• 

,.~.~.~ 

①居室

②無窓の居室

③居室及ひ無窓の居室から地上に通ずる避難路

となる廊下・階段•その他の通路

④ ①②③に類する部分

（廊下に接するロビー・通り抜け避難に用い

られる場所•その他通常照明装置が必要とさ

れる部分）

除

外

さ

れ

る

建

築

物

又

は

部

分

ベるなと点暉

疇

防

き

②採光上有効に直接外気に開放されtゴ醇各廊下

④浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室・

更衣室・金庫室・物置・倉庫室・電気室・機

械室・及びこれらの室と同一階に居室がない

場合の避難経路とならない廊下

⑥無人工場（保守のためのみに人が入る工場）

⑦昭和47年建告34号による居室等

（屋外や避難階段迄の距離が条件以下の室）

⑧ホテル、旅館等前室と奥の室との間がふすま

・障子有択D均栓祁D奥の室

・広域停電時には外光は期待できない

・浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室は

勝手の分からない不特定の人力沫lJ用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

•関係者であっても見とおしの悪い場合や、通

常の通路が遮断されていることも考慮する必

要がある

・有窓居室が除外条件であるが、広域停電時に

は外光は期待できない

．勝手の分からなし可特定の人か利用する施設

であり、すぐに避難できる状態でないことも

予想される

・除外せずに、非常用照明を設置する

・ 5 0吋以上の

①見とおしの悪い室

②通路が確定していない室

③地震等により移動・転倒の恐れのある物が

置力寸ている室

には非常用照明を設置する

・除外せずに、非常用照明を設置する

・除外せずに、非常用照明を設蓋する

又は、奥の室を優先的に設置する

①直接照明で床面で 1ルックス以上

装 ②主要部分は不燃材料

置 ③電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄電池容呈は30点灯容量

構 ⑤ 開閉器に非常用照明回路明示

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内 30分間）
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表 6.1. 1 1非常用照明設備の耐震上の問題点と改善提案 (11) 

ヲF常月司艮却明麟佃 C5 - 4)  

建築種 別I建物規模・用途 設置又は除外部分 問 題 点 提案内容

階数と3且つ
芦~＞~5： 0 0 m' 

一般建築物

設

置

を

要

す

る

部

分

・只[・・詞
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>~ は疇
又

L

・一戸建住宅

・諏

・体育館

・事務所

・倉庫

・自動車車庫

・工場

・作業場

•神社

・寺院

・教会

・映画スタジオ

・テレビスタジオ

・地下街

・アーケード

①居室

②無窓の居室

③居室及ひ蕪窓の居室から地上に通ずる避難路

となる廊下・階段•その他の通路

④ ①②③に類する部分

（廊下に接するロビー・通り抜け避難に用い

られる場所•その他通常照明装置が必要とさ

れる部分）

除

外

さ

れ

る

建

築

物

又

は

部

分

ベ
~
~
~
~
~
~
·
~
·
~
·
~
·
~
~
·
~
 る
~
：

な
~~·~~~·~·····~~·· 

と点謳

麟

防

き

②採光上有効に直接外気に開放された通路廊下

④浴室・洗面所・便所・シャワー室・脱衣室・

更衣室・金庫室・物置・倉庫室・電気室・機

械室・及びこれらの室と同→皆に居室がない

場合の避難経路とならない廊下

⑦ 昭和47年建告34号による居室等

償斑や避難階段迄の距離が条件以下の室）

・広域停電時には外光力遺且待できない ・除外せずに、非常用照明を設置する

・防災拠点としては、非常時でも最低限の利用 1・除外せずに、非常用照明を設置する

が可能でなければならない

・有窓居室が除外条件であるが、広域停電時に 1 ・除外せずに、非常用照明を設置する

は外光が期待できない

① 菌妾照明で床面で1ルックス以上

装 ②主要部分は不燃材料

置 ③電気配線は耐熱配線（電池別置の場合）

の ④蓄電池容量は30点灯容量 ・防災拠点として避難する時間以上に施設機能I・状況に応じ点灯時間を設定する

構 ⑤開閉器に非常用照明回路明示 を確保しなければならない

造 ⑥発電機回路自動切替え (10秒以内 30分間）
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表 6.1. 1 2誘導灯設備の耐震上の問題点と改善提案 (1)

言秀斗専丈了言長：イ睛 C 1 ) 

建物区別I建物用途

(1)イ

(1) ロ

(4) 

(5)イ

(6)イ

・劇場

・映画館

・演芸場

・観覧場

・公会堂

・集会場

・百貨店

・マーケット

・物品販売店舗

・展和湯

・旅館

・ホテル

•宿泊所

・病院

・診療所

・助産所

設置又は除外部分

避難口 I廊下通路 1階段通路 1客 席誘導標識

旨丘几又

置

を

要

す 全 部

る

部

分

・無窓階を

除除く避難階

外で歩行距離

さ 20m以下

れ の部分

る ・地下・無

部窓階を除く

分避難階以外

で歩行距離

1 Om以下

の部分

全 部

・無窓階を

除く避難階

で歩行距離

20m以下

の部分

・地下・無

窓階を除く

避難階以外

で歩行距離

20m以下

の部分

劇場

映画館

演芸場

観覧場

全 部 公会堂

集会場

に全部

1全 部

・誘導灯の

有効範囲内

の部分

(1 6)イ I •特定用途を含む ・避難口誘導灯

複合防火対象物 取付高さー避難口の下面からの高さ 1. 5 m以上

装 明るさ 一直線距離で30mでシンボル及ひ色彩力噌捌できる

置 ・通路誘導灯

の 明るさ 一直下から 0. 5mの床面で1ルックス以上

構 取付間隔一歩行距離10以下

造 強度 一荷重により破壊されない強度僚嘩i設置型）

・共通

非常電源一蓄電池

点灯時間ー 20分間

＇ 
問 題 点

・耀と歩行ll頭肋縣外梨牛である力＼

広域停電時には外光か期待できない

・有窓と歩行距離が除外条件であるが、

広域停電時には外光か期待できない

提 案 内 容

・除外せずに誘導灯を設置する

（但し、非常用照明を設置している場合

は除外とする）

・除外せずに誘導灯を設置する

（但し、非常用照明を設置している場合

は除外とする）
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表 6.1. 1 3誘導灯設備の耐震上の問題点と改善提案 (2)

記女］言生イ月有 C2)  

設置又は除外部分

建 物 区 別I建物用途 問 題 点 提案内容

避難口 I廊下通路I階段通路I客 席I誘 導 標 識

(3)イ

ロ

ロ

ヽ
~
ヽ
ー
‘
/

3

6

 

（

（

 

(6)ハ

(9)イ

(9)ロ

・待合Lヽ

・料理店

•その他類するもの

・飲食店

・幼稚園

・盲学校

・聾学校

・養護学校

・熱気公衆浴場

・蒸気公衆浴場

•その他類するもの

. (9)イ以外の

公衆浴場

全

設

置

を

要

す

る

部

分

部 全 部 I全

・老人福祉施設

•有科老人ホーム

・救護施設

•更生施設 ・無窓階を・無窓階を

・児童福祉施設 除除く避難階除く避難階

・身困轄者甦 外で歩行距雛で歩行距雛

援護施設さ 20m以下 3 Om以下

・精神薄弱者援護 れ の部分 の部分

施設る ・地下・無 ・地下・無

部窓階を除く 窓階を除く

分避難階以外避難階以外

で歩行距離で歩行距離

1 Om以下 2 Om以下

の部分 の部分

部 全部

・誘導灯の

有効範囲内

の部分

・有窓と歩行距離が除外条件である力＼

広域停電時には外光か期待できない

・有窓と歩行距離が除外条件であるが、

広域停電時には外光が期待できない

・除外せず誘導灯を設置する

（但し、非常用照明を設置している場合

は除外とする）

・除外せず誘導灯を設置する

（但し、非常用照明を設置している場合

は除外とする）

．避難口誘導灯

取付高さー避難口の下面からの高さ 1. 5 m以上

装 明るさ 一直線距離で30mでシンボル及ひ色彩力噌拐ljできる

置 ・通路誘導灯

の 明るさ 一直下から 0. 5mの床面で1ルックス以上

構 取付間隔一歩行距離 10以下

造 強度 一荷重により破壊されない強度僚嘩i設置型）
・共通

非常電源一蓄電池

点灯時間ー 20分間
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表 6.1. 1 4誘導灯設備の耐震上の問題点と改善提案 (3)

言秀辺専丈丁言髪ガ藷 C 3)  

設置又は除外部分

建物区別 建 物 用 途 問 題
‘占̀`‘ 提 案 内 容

避難口 廊下通路 階段通路 客 席 誘 導 標 識

設 劇場

(1 6の2) ・地下街 置 映画館

・準地下街 を 演芸場

要 全 部 全 部 全 部 観覧場 全 部

す 公会堂

る 集

部 の用途部分

分

・誘導灯の

除 有効範囲内

外 の部分

さ

れ

る

部

分

．避難口誘導灯

取付高さー避難口の下面からの高さ 1. 5m以上

装 明るさ 一直線距離で30mでシンポル及ひ色彩力噸捌できる

置 ・通路誘導灯

の 明るさ ー直下から 0. 5mの床面で1ルックス以上

構 取付間隔一歩行距離10以下

造 強度 一荷重により破壊されない強度⑤：而設置型）

・共通

非常電源一蓄電池

点灯時間ー 20分間
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表 6 1. 1 5誘導灯設備の耐震上の問題点と改善提案 (4)

言秀導丈丁言妥備 (4)  

設置又は除外部分

建物区別I建物用途 問 題 点 提案内容

避難口 I廊下通路I階段通路I客 席I誘 導 標 識

(8) 

(1 2)ロ

設

・図書館 置

・博物館 を地階 地階 地階

・美術館 要無窓階 無窓階 無窓階

•その他これに す 1 1階以上 1 1階以上 1 1階以上

類するものる

部

・映画スタジォ I分
・テレビスタジオ

全 部

・ 1 1階以下の有窓階は設置不要となっ

ているが、広域停電時には外光力濁Jl待

できない

•各種誘導灯の内、廊下通路誘導灯・階段通

路誘導灯は全部（有窓、無窓に関係なく）

設置する

・無窓階を ・無窓階を

(1 3)イ I.自動車車車 除 除く避難階 除く避難階，

・駐車場 外 で歩行距離 で歩行距離

さ 2 0 m以下 2 Om以下

れ の部分 の部分

る ・地下・無 ・地下・無

部 窓階を除く 窓階を除く

分 避難階以外 避難階以外

で歩行距離 で歩行距離

1 Om以下 2 Om以下

の部分 の部分

・誘導灯のI・饂と歩行疇繹外犯牛であるが、

有効範囲内 広域停電時には外光が期待できない

の部分

・除外せずに誘導灯を設置する

佼豫は上欄で設定した 11階以下の有窓

階）

詞疇 ・戸と炭脊暉嘩外紺牛であるが、 1・除外せずに誘導灯を設置する

3 Om以下 広域停電時には外光が期待できない 佼暢船t1 1階以上の有窓階）

の部分

．避難口誘導灯

取付高さー避難口の下面からの高さ 1. 5m以上

装 明るさ ー画瞬鵠佳で30mでシンボル及び色彩力噌拐ljできる

置 ・通路誘導灯

の 明るさ ー直下から 0. 5mの床面で1ルックス以上

構 取付間隔一歩行距離10以下

造 強度 一荷重により破壊されない強度⑤頑郡置型）

・共通

非常電源一蓄電池

点灯時間ー 20分間
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表 6,1, 1 6誘導灯設備の耐震上の問題点と改善提案 (5)

言秀坦阜丈丁言長：イ庸 C 5)  

設置又は除外部分

建物区別I建物用途 問 麺 点

避難口 I廊下通路I階段通路I客 席 I誘導標識

提案内容

(7) • Ij ＼学校

・中学校

•高等学校

•高等専門学校

・大学

•各種学校

•その他これに

類するもの

設

置

を 地 階 地階 地階

要無窓階 無窓階 無窓階

: 11階ユ111鵬上 1 1階こ

部

分

・ 1 1階以下の有窓階では設置不要とな

っているが、広域停電時には外光が期

待できない

•各種誘導灯の内、廊下通路誘導灯・階段通

路誘導灯は全部（有窓、無窓に関係なく）

設置する

全

部

・無窓階を ・無窓階を

(1 5) | •その他の用途 層 除く避難階 除く避難階，

外 で歩行距離 で歩行距離

さ 20m以下 30m以下

れ の部分 の部分

る ・地下・無 ・地下・無

部 窓階を除く 窓階を除く

分 避難階以外 避難階以外

で歩行距離 で歩行距離

1 Om以下 2 0 m以下

の部分 の部分

・誘導灯のI.謬と歩行疇環が除外珀であるが、

有効範囲内 広域停電時には外光は期待できない

の部分

・歩行疇 1・餌と歩菩鵠珈除外梨牛であるが、

3 Om以下 広域停電時には外光は期待できない

の部分

・除外せずに誘導灯を設置する

（対象は上欄で設定した11階以下の有窓

階）

・除外せずに誘導灯を設置する ． 

牧豫は上欄で設定した11階以上の有窓

階）

・避難口誘導灯

取付高さー避難口の下面からの高さ 1. 5m以上

装 明るさ 一直線距離で3Omでシンボル及ひ色彩が識別できる

置 ・通路誘導灯

の 明るさ ー直下から 0. 5mの床面で 1ルックス以上

構 取付間隔一歩行距離10以下

造 強度 一荷重により破壊されない強度⑭涌i設置型）
・共通

非常電源一蓄電池

点灯時間ー 20分間
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表 6.1. 1 7誘導灯設備の耐震上の問題点と改善提案 (6)

言秀辺阜丈丁言虹蒲 C 6)  

設置又は除外部分

建物区別I建物用 途 問 題 点 提案内容

席I誘導標識

(5)ロ

(1 0) ・車両の停車場

・船舶の発着場

・飛行機の発着場

（※旅客の乗降待

合用に限る） 1 ・無窓階を ・無窓階を

除除く避難階除く避難階，

(1 1) |．神社 外で歩行距離で歩行距離

・寺院 さ 20m以下 30m以下

・教会 れ の部分 の部分

•その他これに る ・地下・無 ・地下・無

類するもの部窓階を除く 窓階を除く

分避難階以外避難階以外

(1 2)イ 1・環 1 で歩行麟で歩行疇

・作業場 1 Om以下 30m以下

の部分 の部分

(1 3)ロ

(1 4) 

•寄宿舎

・下宿

・共同住宅

・飛行機の格納庫

・回転翼航空機の

格納庫

・倉庫

I避難口廊下通路 1階段通路 1客

設

置

を 地階 地階 地階

要 無窓階 無窓階 無窓階

す 1 1階以上 1 1階以上 1 1階以上

る

部

分

全 部

. 1 1階以下の有窓階は設置不要となっ I•各種誘導灯の内、階段通路誘導灯は全部（
ているが、広域停電時には外光か期待 有窓無窓に関係なく）設置する

できない

・誘導灯の ・有窓と歩行距離が除外条件であるが、 ・除外せず設置する

，有効範囲内 広域停電時には外光が期待できない 佼撲ミは 11階以下の有窓階）

の部分

・歩行距離

30m以下

の部分

・避難口誘導灯

取付高さー避難口の下面からの高さ 1. 5m以上

装 明るさ 一直線距離で30mでシンボル及び色彩か識別できる

置 ・通路誘導灯

の 明るさ ー直下から 0. 5mの床面で1ルックス以上

構 取付間隔一歩行距離10以下

造 強度 一荷重により破壊されない強度⑭ミ面設置型）

•井J直

非常電源一蓄電池

点灯時間ー 20分間
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表 6.1. 1 8 家庭用保安灯一覧

メーカー 形 状 ランプ種・容量（常時） 保安灯ランプ種・容拭 非常電源種類 点灯時間 認定品有無 価 格 備 考
（非常時） （建築甚準法）

松 下 足元灯 豆球 2.5W 豆球 2.5W バッテリー内蔵 40分 4,640円 ・コンセントから取りはずせば

-円-形--シ--ー--リ--ン-グ----------F --C -L--4-0-+-3-2-W ----------万5％浜行(FCL4禎対）＿＿＿
(Ni -Cd) 

「30分政王
・~一響--·----· ＿＿•-懐地渡中電ゼ灯ジサと―:..:.な t,る｝酉動盈•灯ダイーテ*•、 4-5-.-0-0-0-円---------

-ダザシ―ラ―イ下―--------常--時--消--灯•• --------------:＿非常涌電叙．—iii0「 30分政―上―-------------18-,-9-0-0-円-------•~— ---は--5-5.-0-0-0-円------------------

東 芝 和室ペンダント F C L32+30W 非常用電球 20W バッテリー内蔵 30分以上 60,800円
―・---------------------一響一―--------------- (Ni -Cd) 

゜F C L40+32W ハロゲンランプ ・1ow 64. 300円

菱 円形シーリング F C L40+32W 豆球2個 (2.5V, 0. 5A) アルカリ乾電池 30分以上 38,200円
単3X2本

------------------- - - - - " - - - ⇒ ~- - - - - --―ーロ--幽幽 ----・蒼 “ -------- •• --- トー―----------------囀• -----------------------• -→ ------------------• 
ペンダント用アダブター 豆球2個 (2.5V. 0. 5!) 30分以上 11. 800円 ・使用中ペンダント器具、新規購｝

ベンダント器具対応可能

70 

-----------------------------・・ --------------,. ------白日ー―------ ---------------------------------------------------------------
卓上スタンドタイプ FT 27W 豆球1個 (2.5V. 0. 5A) 30分以上 16. 400円

洋 洋風シーリング F C L40+32W （丸型） 25％点灯(FCL40Wxl) バッテリー内蔵 30分 42,000円（丸型）
（丸型・角型） FL 20WX 4 （角型） 41％点灯(FL20円Xl) (Ni -Cd) 61. 500円（角型）

疇-------------囀一白噌幽疇 ---一●幽•---------------- ------------------- --------ー・・奮•“• ----̀  -----------------＇鴫喩•螂------------------------
和風シーリング F L20Wx 4 41％点灯(FL20WX!) 30分 72,000円
（角型）

~一~ー"-----囀----＊叫→日— ---------------------------------------響~ 響響 -------------幽•一ー・・一 ---------------------------------------------

流し元灯 F L 20W x 1 30分 19,800円

山 田 ダウンライト 常時消灯 クリプトンランプ3.lw バッテリー内蔵 30分 8,800円 ・保安灯尊用
(Ni -Cd) 

ヤマギワ 屋外プラッケット F L 20W x I 40％点灯 バッテリー内蔵 30分以上

゜
100. 000月・150.000 ~ ・階段通路誘導灯、非常灯対応

(Ni -Cd) 

岩 崎 和室ペンダント F C L40+30W ハロゲンランプ !OW バッテリー内臓 30分以上 73,800円

----------------------ト-------------------
(Ni-Cd) 

゜F'C L32+30W ハロゲンランプ !OW 53. 600円



6. 2 屋外照明設備（避難経路）

6. 2. 1 照明器具の現状の問題点と対策

夜間に今回の大震災のような大規模災害が発生した場合、避難する人々のパニックを抑

制し、安心感を確保し、かつ救援や医療活動を迅速に行うために、避難経路としての街路

照明の役割は童要である。

街路照明は現在、防犯や安全を目的として設置されているが今回の震災を契機に防災面

も含めた設置検討が強く望まれる。

検討すべき点として次のようなことがあげられる。

(l)設置基準

照明学会関西支部では、過去 6年間にわたり、主として夜間の路上犯罪を抑制すること

を目的として街路照明の種々の調査を行い、改善策を検討してきた。平成 5 • 6年度には、

大阪府下 15市 2町における街路照明の設置・管理状況を調査の所、僅か 6市のみが規格

・基準を制定しているだけであった。規格基準を制定している所は、主として地方自治体

が設置から維持管理までを行っているのに対し、制定していない所は、地方自治体が補助

金を出し自治会が設置から維持管理までも行っている状況であった。又、規格・基準を制

定している地方自治体でも、街路照明に必要な照明レベルに達していない所が殆んどであ

る。

数年前に比べて、街路灯が増設され幾分改善されたが依然としてレベルが低い状況で、

まず、防犯•安全面からの平常時の街路照明を早急に整備する必要があると考える。防災

面からの非常時の街路照明はその整備の中であり方を検討すべきであろう。

非常時の街路照明の検討課題としては、平常時の照明の他に、①避難場所への誘導性

②避難場所の表示等がある。

平常時の街路照明の現状と課題を表 6.2. 1に示す。又、設置基準を制定する上で必要な

歩行者に対する道路照明の基準を表 6.2. 2に示す。

_ 7 1 -



表 6.2. 1 街路照明の現状と今 後 の 課 題

分 類 現 状 メ--, 後 の 課 題

① 蛍光灯から水銀灯への置換を完了 都市環境を考慮した器具・ポール

ランク I のデザインの改善

② 街路灯はすべて市で管理

③ 照度基準を設定 J I Sに整合した基準への改訂

① 蛍光灯 20W2灯用の設置を完了 蛍光灯と水銀灯、高圧ナトリウム

ランク 1I 灯への置換

② 一部に自治会所有の防犯灯あり すべての防犯灯を区・市への移管

③ 設置基準に照度の規定なし 照度基準を規定する

① 蛍光灯 20 W 1灯 用 を設置 高ワット蛍光灯あるいは水銀灯・

高圧ナトリウム灯への置換

ランク皿 ② 防犯灯は原則として自治会で管理 区・市の管理に変更、補助金の

市は喪用の補助のみ 増額

③ 設置基準の規定なし 設置基準を規定する

ランク Iは、最も整備が進んだ地域

ランク 1Iは、比較的整備がされてい る が 、 ま だ か な り 改 善 が 必 要 な 地 域

ランク mは、設置・整備が遅れており、今後抜本的な対策が必要な地域

表 6.2. 2 歩行車に対する道路照明基準（単位ルクス）

夜間の歩行者交通量 地 域 照 度

水平面照度 鉛直面照度

交通量の多い道路 住宅地域 5 1 

商業地域 Z 0 4 

交通量の少ない道路 住宅地域 3 0. 5 

商業地域 1 0 2 

注）水平面照度は、歩道の路面上の平 均 照 度

鉛直 面 照度は、歩道の中心線上で路面から 1. 5 mの高さの道路軸に

匪角な鉛直面上の最小照度。
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(2)電源

先の大展災でも明らかなように、配電柱の倒振や地中管路の切断等により、広域停電は

避けられない。配電系統の仮復 1日が行われ、送電が開始されるまでの時間は地域によりま

ちまちで、短いもので、 1時間以内、長いもので数目を越える。街路照明は一部を除きそ

の殆どが一般配電系統を使用しており今回の大震災でも地震直後はその 80％が機能しな

かった。

したがって、停電が復旧するまでの間、避難経路である街路の照明の必要な楊所には、緊

急にその電源を確保するための方策を検討しておく必要がある。方策としては、①非常用

発電機の設置②バッテリーの利用③商用配電系統の強化等があげられる。

詳細は、次項停電時対応の現状の問題点と改善策に記載

(3) 器具の耐展性•取付方法

非常時に電源が確保されても、照明器具そのものが、破壊されては役に立たないことに

なる。今回の大展災では街路灯そのものは、損傷をほとんど受けず一部柱頭タイプのもの

で基礎が傾いたり、ポールが地際部の腐食により折れ曲がったりしたものがあった。これ

は、その形状により、地震に弱い構造でやむをえない状況であると考えられる。

屋外照明の地震対策としては、器具自体の強度と基礎（ポール含む）の強度対策があり、

前者は器具自身を極力軽量にすることが望ましく、後者については①ポールはなるべくべ

ースプレート式にする。②基礎には鉄筋を入れ、アンカーボルトと鉄筋を溶接する。③日

常から腐食防止処理等のメンテナンスを十分に行う。④配線ケープルは十分余裕を持たせ

ケープル破損事故を防止する等があげられる。

6. 2. 2 停電時対応の現状の問題点と改善策

震災時には、街路は避難あるいは救助等のための経路として重要な役割を担い、公園、

広場等は避難場所あるいは救援活動の基地としてのとしての役割を担う。街路や広場等が

その役割を十分に果たすためには、夜間には避難や救助等に必要な明るさが確保できてい

なければならない。しかし、今回の阪神・淡路大展災では、街路灯等そのものは損傷をほ

とんど受けなかったにもかかわらず、地蔑直後に広域が停電したため、阪神間、北淡町、

淡路町ともに街路灯の約 80％が機能しなかった。この停電は、配電柱の倒壊や地中管路

の切断されたことなどによる。

今回の地震は 5時 46分に発生し、幸いにもすぐに夜明けがやってきたので、停電によ

る大きな混乱は生じなかった。もしも夕方や夜中に大煙災が発生していたならば、被害は

さらに大きなものになったはずである。

したがって、今回の震災を契機に、広域停電の発生を考慮に入れた屋外照明設備の検討

が強く望まれる。改善策としては次のようなことが考えられる。
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(1) 非常用発電機の設置

一定区域ごとに非常用の、小形発電機と昇降型のポールおよび数灯の照明器具とを一体

化した移動可能な非常用照明装置を設置し、停電が復旧するまでの間、避難経路である街

路の交差部や避難先である広場など必要な場所で使用できるようにする。装置の設置場所

としては、公共機関（自治体庁舎、警察署、消防署、学校、公民館など）、公園、堅牢な

ビル内などが考えられる。この場合、装置の設置場所、燃料・水タンクの酎震・防火対策

を行なうことは言うまでもない。問題は、非常事態が発生したときに、装置が確実に機能

するように燃料、水、装置の点検など日頃のメンテナンスを如何にするかである。設置数

も検討すべきであろう。

(2) 蓄電池の利用

これには 2通りの方法が考えられる。

太陽電池により充電される菩電池を内蔵した街路灯を避難経路や広場等のポイントとな

る場所に設置する。配電線を必要とせず独立性が高く、日中は自動的に充電されるので

長期間の停電に耐えることができる。また、使用する光源が 2 0 wの蛍光ランプ程度で

あれば通常の照明としても使用できる。課題としては、低コスト化、蓄電池の定期的交

換の簡易なシステムづくり等が考えられる。太陽電池と蓄電池一体型の街路灯の一例を

図 6.2. 1に示し、表 6.2. 3に一般的特徴と仕様を示す。

街路照明器具に蓄電池を設け、充電は商用電源による。すなわち、電池内蔵の屋内照明

器具（誘導灯）の屋外型と考えればよい。照明器具発光部の輝度が 10 0 cd/ m’程度、

照度が滴月時程度であれば十分とは言えないまでも避難経路の照明として役立つと考え

られる。但し、屋内型は点灯時間が 3 0分以上となっているが、屋外型とするには少な

くとも 12時間以上点灯することが望まれる。課題としては、の低コスト化や蓄電池

の交換に加え、照明器具が具備すべき輝度や確保すべき照度の設定などが考えられる。
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-iiii ，＇＂→9l•• 唸

使用ランプ FULl!W 

重量ポール郎 105は
冨竃泡ポックス 115kg

冨電池9改

g t,9,．,3 臼

4-、18穴

戸2刻＿I~
350 

表 6.2. 3 太 陽 電 池 一 体 型 街 路 灯 の 概 要

◆日没・夜明けを自動検出して点灯・消灯する。

◆導入の得失

・電気工事が不要

・電気代がかからない。

・災害時の停電時において、円滑な避難、救

援活動、被災者に精神的落ち着きをもたら

すなどの効果がある。

•高価である。

仕 様

太陽電池（最大出力） 結晶シリコン太陽電池

5 0 w 

菩電池 1 2 V 1 5 0 A h  

自動車用鉛菩電池

ランプ 20w蛍光灯

日照補償 1 5日

図 6.2. 1 太陽電池一体型街路灯の例
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6. 3 避難施設の照明設備（避難先）

6. 3. 1 設置基準

避難先としては、今回の大震災の経験から市民ホール・体育館、公民館、学校体育館、

学校運動場、公園・広場などが考えられる。ホールや公民館など屋内施設には照明設備が

設けられている。 しかし、公園・広場には防犯灯程度が設置されている程度であり、学校

運動場にはほとんど照明設備は設置されていない（設置率は約 16%) のが現状である。

つまり、屋外の避難先と考えられる場所に対する照明の設置基準は無いに等しい。

避難経路および屋外の避難先である学校運動場、公園・広場には、平常時は防犯や保安

のための、非常時は避難生活ための、地方自治体としての照明設置基準が強く望まれる。

学会として設置基準（案）を作成し、自治省等に提案することも方策の一つとして考えられ

る。

6. 3. 2 光源と点消灯制御

一方、屋内施設の照明設備には問題がなかったかと言えばそうではない。たとえば、避

難先の体育館では輝度の高い HIDランプが一晩中点灯していて眠れなかった、などであ

る。避難生活はいわゆる”活動’'と’'睡眠’'とに分けられるが、体育館などはその目的か

広い範囲を高照度で効率よく照明するに適した HI_Dランプが使用さ ーているため、睡眠

には適さないのである。したがって、避難先として指定される体育館などは、避難生活時

の’'睡眠”のことを考慮して低輝度の光源（例えば蛍光ランプを使用した間接照明器具）

を数灯設けておくなどの対策が望まれる。そして、たとえば、活動状態や時間帯によって、

HIDランプを全点灯、 1/4点灯できるように、また、睡眠時 (22時～ 6時頃まで）

は低輝度の光源を点灯できるように回路を分けるなどの対策が望まれる。
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7. まとめ

平成 7年 1月 17日午前 5時46分に淡路島北端を震源とする兵庫県南部地震 (M7.2) は、

「関西には大地震はない」という過信により、防備を怠ってきた阪神間の住民に、死者 55

00余、全半壊住宅 20万棟以上という大災害をもたらした。建築基準法制定（昭和 25年）の

喘矢となった昭和 23年の福井地震以降も多くの地展災害を受けているが、建築物が倒壊し

たりしても、人命だけは守ることをめざした基準法の施行後では人的被害は少なくなって

いた。 しかるに、本震災は建築基準法施行以前の地展災害の様相を呈し、さらには、絶対

的な耐震性能を誇ってきた高速道路、新幹線等士木構造物においても未曾有の被害を出し

た。戦後 50年、太平をむさぼってきた人々に、現代の大都市が実は災害に対して無防備で

あること、現行のさまざまな防災関遮法制には多くの問題点を内包していることを顕在化

する結果をもたらした。

一方、 260万軒という広域停電が発生したにもかかわらず、夜明け前という偶然の幸運に

助けられ、暗闇における避難パニックは起こらなかった。さらに、建築物の被害に比べて

照明設備の被害は比較的軽微であった。照明学会関西支部は、この結果に惑わされず、災

害時に果たすべき照明設備の機能について、震災の教訓を学ぶとともに、今後の大規模災

害に有効に機能させるために、調査研究委員会を組織し、調査研究を行った。

平成 7年度の調査研究の成果の大要を以下に記すと、

(1) 震災時の停電による照明の喪失は夜明けまでの約 1時間、避難や救助活動に支障を

来たしたことが、諸種の調査、報道内容からも確認できた。当日夜以降は次第に送電

が復旧し、とくに屋外の照明設備を除いては問題が少なくなった。しかし、日中のビ

ルや地下街等公共空間に多数の人が存在している場合には、非常用照明の重要性は大

きい。

(2) 阪神間および淡路島（北淡町およぴ淡路町）で被災し、仮設住宅に入居している被

災者に対するアンケート調査を実施した。地展発生直後の暗陥で屋内、屋外を問わず、

行動の自由を奪われたとする回答が多く寄せられた。転倒した家具などの中から探し

出した懐中電灯が避難時の明かりの主要なものであった。また、明かりがあることに

よって落ち着いて行動ができた、安心感があったとする回答も多く、避難時や避難・場

所における明かりが大きな役割を持つことが分かった。しかしながら、避難生活が長

期化するに連れて、就寝時の照明制御に問題があることがわかった。 「明るくて安心

して眠れたとする人々」と、 「明るくて眠れない人々」が必ずしも良好といえない体

育館等の大空間の照明環境に同時に収容されることによって様々なストレスを誘発す

ることになった。
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(3) 今回の震災では建築・建造物の被害は大きかったものの、未明の時間帯であったた

め不特定多数の利用者があるビル、 地 下 街 等 公 共 空 間 で の 死 傷 者 は 少 な か っ た 。 しか

しながら、現状の防災照明は当該施設内の火災による停電を想定しており、夜間、長

時間の広域停電には対処できない。 特 に 、 外 光 を 期 待 し て 設 置 除 外 さ れ て い る 部 分が

あ る 。 整 然とした避難路が本腰災のような場合には確保できず、避難に長時間を要し

て、誘導灯や非常照明が機能しなくなる事態が起こりうる。 したがって、昼間でなく、

夜間や冬季の退勤時の大地展発生を想定すると、展外への避難に際してパニックが生

じないよう、常用電源喪失に対する方策を十分に考慮するとともに、非常用電源の運

転時間の延長も大切である。

(4) 街路灯、 広場灯などの屋外照明設備の被害は比較的少なかった。今回の展災のよう

な広域の災害に際して、地域住民だけでなく旅行者や通学通勤者など地理不案内人々

も含めて、避難場所への誘導や救助活動が円滑に行えるよう、屋外照明を強化する必

要がある。避難路や避難場所の照明 の 確 保 だ け で な く 、 案 内 標 識 、 案 内 地 図 等 の 照明

化が要求される。この場合、電源の確保が最も重要になる。小型発電機や太陽電池等

の独立電源、防災専用配電線などが考えられる。

(5) 広域災害の場合の避難場所として学校、公園などが指定されているが、避難所とし

ての設備は不十分である。照明設備についても、 72時間程度の緊急避難時には、避難

や救助活動を円滑に行うための羞的な照明の確保、それ以後は精神的な落ち着きを取

り戻したり、生理機能の変調をもたらさないように質的な照明制御が必要となる。そ

のため、緊急避難先になるの広場、 グ ラ ウ ン ド の 照 明 、 臨 時 の 生 活 空 間 と し て の 体育

館等の照明について、照明手法を再考する必要がある。

以上のように、災害時の照明設備の持つ役割、機能が明らかになった。

今回の研究成果が、今後の各自治体の防災計画に取り入れられ、円滑な避難、救助活動

に資することを期待したい。但し、インテリジェント化しつつある防災機能の中での防災

照 明設備の設置基準や、高齢社会における非常時の照度レベル、防災照明設備のメンテナ

ンス、屋外の避難路や避難所の非常照明の 設置 基準 、災 害ス トレ スと 照明 環境 など 検討す

べき課題が残されている。平成 8年度はこれらの課題について検討を行う予定である。

最後に、調査の実施にあたり被災者の皆さまには不便な生活の中で快くご協力いただき感
謝に堪えません。仮設住宅調査は北淡町、淡路町関係者、産経新聞社会部、大阪市立大学助

教授宮野道雄先生の協力を得て実施した。また、被災地での調杏公害を避けるため、戸建て
住宅調査は空気調和・衛生工学会近畿支部、集合住宅調査は日本建築学会近畿支部の住宅設

備やライフライン被害調査の関連委員会の協力を得た。調査員として大阪市立大学および神

戸大学の学生諸君の協力を得ている。また、委員会には関係企業等から防災照明にかかわる

基準や仕様など関係資料の提供を受けた。ここに記して関係諸氏・機関に感謝いたします。
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